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午前１０時３０分開会 

○池田委員長 皆さん、おはようございます。ただいまから文教福祉委員会を開会いたし

ます。以降、着座にて進行させていただきます。 

 本日の日程をご覧ください。議案審査が１件、報告事項は子ども部が４件、保健福祉部

が２件です。この日程に沿って進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。議案審査に当たりましては、千代田区議会委員会条例第１７条に基

づき委員長から議長に申し入れ、教育長にご出席いただいております。教育長におかれま

しては、お忙しい中、委員会にご出席いただきましてありがとうございます。 

 それでは、日程の１、議案審査に入ります。議案第４５号、千代田区乳児等通園支援事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例について、執行機関の説明を求めます。 

○山﨑子育て推進課長 それでは、千代田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例について、教育委員会資料１－１に基づきましてご説明させていただき

ます。 

 まず、項番１、趣旨・目的でございます。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法

律により児童福祉法の一部が改正され、乳児等通園支援事業に関する規定が新しく新設さ

れました。制度の開始に当たっては、乳児等通園支援事業の設備及び運営について、条例

で基準を定めなければならないとされており、公布された国基準を踏まえ、区として条例

を制定するものでございます。 

 次に、項番２、事業の概要でございます。乳児等通園支援事業は生後６か月から満３歳

未満で保育所等に通っていない子どもを育てている家庭が、就労要件を問わず、月一定時

間までの利用可能枠の中で、時間単位で柔軟に保育所等を利用することができる制度でご

ざいます。 

 令和８年度からの本格実施を見据え、令和７年度より試行的事業を開始する予定でござ

います。令和７年度の千代田区こども誰でも通園制度の試行的事業としましては、実施期

間を令和８年１月から３月、利用時間は月１０時間、実施保育園等は公募により決定し、

区立施設も含め、４園程度を想定しております。４園程度としたのは、実施する前に事前

に意向調査を行っておりまして、その結果によるところでございます。 

 次に、実施方法としましては、一般型もしくは余裕活用型で行い、原則は定期利用を考

えております。予約等につきましては区のポータルサイト及び国の総合支援システムを活

用します。なお、利用料は無料でございます。 

 ここで、資料１－４の３ページのほうをご覧ください。 

 予約システム等について、ポンチ絵を示してございます。こちらの予約管理全般は国の

総合支援システムを活用いたしますが、点線の利用申請の部分、こちらにつきましては現

段階で国のシステムが対応していないということですので、区のポータルサイトを使う予

定でございます。 

 資料１－１にお戻りください。 

 次に、項番３、制定する条例の概要でございます。条例案の本文及び国の基準、内閣府

のこちらの本文につきましては資料１－２と資料１－３にございます。まずは、こちらの

資料１－１をご覧になりながらお話をお聞きください。 
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 条例制定に当たりまして、職員配置基準などの国の基準に従い定めるものと、あと一般

型の設備基準のように、国基準を参酌して定めるものがございます。乳児室の面積につい

ては、国基準においては１.６５平方メートル以上となっていますが、現在のほかの認可

保育所ですとか家庭的保育事業所等の面積基準は、同じく国の基準１ .６５平方メートル

から３.３平方メートルに引き上げているところでございます。ですので、今回の乳児等

通園支援事業においても同様に判断しまして、国基準に上乗せして、乳児室の面積基準を

３.３平方メートルとしております。 

 こちらの表の一番上の最低基準、第３条のところに書いてありますとおり、第４条及び

第５条に定めるもののほか、国基準の定めるところによるとしております。よって、この

条例の形としましては、ほかの部分、その他の設備及び運営に関する基準事項であります

職員の条件ですとか衛生管理、保育室の面積とか避難設備などの設備基準、あとは職員配

置基準など、様々ありますが、これらについては国の基準を横引くといった形になってお

ります。 

 なお、従うべき基準と参酌すべき基準、こちらについては資料１－４の１ページ目、こ

ちらの下の部分に表で示させていただいてございます。上の部分は児童福祉法の３４条の

１６のところで、条例を定めなきゃいけないよということが書いてございまして、従うべ

き基準の中に安全計画の策定ですとか職員の基準等が入ってございます。それ以外につい

ては参酌すべき基準だよというところが、こちらに書いてございます。 

 また行ったり来たりで申し訳ないんですけど、次に、事業実施スケジュールでございま

す。こちらのスケジュールと同時に、資料１－４の２ページ目に全体のフロー、流れも書

いてありますので、こちらも一緒にご覧になっていただければと思います。 

 まず、１０月中下旬に試行的事業の実施施設の公募を開始します。全体の流れのほうで

言いますと、①の公募周知ですね、向かって左側に保育所等について、右側に利用者のこ

とが示されてございます。１０月下旬に公募を開始し、１１月には事業者を決定し、その

後、周知とともに保護者の利用申請の受付を行うと。そして、令和８年１月より試行的事

業を開始していく、そんなスケジュールでございます。最後に、令和８年４月より本制度

の本格実施を開始していく予定でございます。 

 資料の追加説明としまして、資料１－５をご覧ください。こちらは区の保育施設の空き

状況を示してございます。 

 １ページ目は、９月の空き状況でございます。 

 ２ページ目、こちらは今年１月、昨年度の１月の試行的事業を開始する予定である時期

の空き状況でございます。 

 また、こちらは資料がございませんが、他区の現状といいますか、状況につきましては、

令和７年度においては五つの区で誰でも通園制度を実施しておりまして、１５区で、東京

都の誰でも通園制度の東京都版みたいな形ですね、東京都の多様な他者との関わりの機会

の創出事業を実施していると。総計２０区で行っているというところでございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○池田委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○西岡委員 ありがとうございます。もうようやく、ようやくようやくという感じで。私

は令和４年度から無園児対策と未就園児対策と土日・祝日の一時預かりというのはもうど
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うしても必要だというふうに言っていて、ある意味、自分で言うのもなんですが、国より

先駆けてやってきたなと思っているんです。 

 この多様な他者との関わりの機会創出事業が今２０区という中で、これを私は昨年の代

表質問でもやりましたけど、自治体の既に１２６施設で、当時はですね、保活ワンストッ

プサービスを先行実施していました。この、今申し上げました東京都版のこども誰でも通

園制度というのは千代田区でもやってほしいと言っていたんですけど、令和５年度ですよ

ね、東京都がやっていた多様な他者との関わりの機会創出事業って。これ、何で千代田区

でできなかったんですかね。ちょっと、そもそも、こども誰でも通園制度、今、試行事業

をしようとしていますけど、本当は、もっと前から始めていれば、うまくスムーズに進行

できたと思うんですけど。ちょっと理由をお聞かせください。 

○山﨑子育て推進課長 はい。そうですね、西岡委員のほうから度々、今までご要望を受

けておったことは存じております。 

 基本的に、実際に本格実施が行われる国の誰でも通園制度、こちらの基準ですとか手引

というのが今年に入って、１月とか３月とかにやっと示されたというところもございます

が、現状として、他区でもそうですけど、受入態勢、余裕が各園であるかどうかと言われ

ると、なかなか厳しい状況であったというところです。正直、千代田区ではなかなかすぐ

には、おっしゃるとおり早く始めれば、もっと余裕を持ってというお話はよく分かります

が、現状としてはなかなか厳しい状況であったというところでございます。 

○西岡委員 ちょっとお話を聞いていて、課長が就任されて、まだあれだと思うんですけ

ど、もっと前からちゃんと事業所さんも、それこそ事業所さんのほうが詳しくて、いろい

ろと、いろんな声を聞いていましたよ、私も。だから、やろうと思えばできたことを、区

はちゃんと聞く耳を持っていなかったと思います、これに関しては。今回やるということ

になりましたけど、都がもともと運用コストを１０分の１０負担するということをやって

くれていたわけですよ。だから本当はいつでも始められた。そこはちょっと指摘しておき

たいと思います。 

 それと、今、資料請求を私はさせていただいて、システム予約のフローを見させていた

だいているんですが、ちょっとこれだと分かりにくいんですが、本区の既にある既存のシ

ステムと、あと国のマイナポータルのぴったりサービスと、都の保活ワンストップサービ

ス、あとは今、区がやっている子育て支援制度レジストリ、保活ＤＸで、子どもＤＸのほ

うの事業であると思うんですけど、区が不足している部分、子育て支援制度レジストリの

先行プロジェクトに既に参加しているということは、どこでどう切り替わっていくのか、 

ちょっとそこが詳しく分からないんですが。 

 前に私、ちょっと予約システムのプランが多過ぎて、国も１ ,０００億かけてＴＹＰＥ

Ｓって制度設計をしているんですけど、これはどういうふうに交通整理をしていくのか、

ちょっと交通渋滞が起きちゃっているねという話をしていたんですけど、そこから整理で

きましたか、この予約フロー。 

○山﨑子育て推進課長 こちらの総合支援システムは国のほうで作成して、今年度やっと

できて、我々のほうも試行的に、試しで研修を受けたり、アカウントを頂いて、それで今

やっと触るような形になりつつあるというような状況でございます。 

 ただ、先ほどもちょっと説明しましたけど、利用申請の部分に関しては、まだ対応でき
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ないというところですので、取りあえず、こども誰でも通園制度につきましては総合支援

システムを、国のシステムを使って行っていくというところなので、今までの予約システ

ムから切り替えるというよりかは、こちらで対応する、誰でも通園制度についてはこちら

で対応するというような国の考えでもあるというところでございます。 

○西岡委員 今の切替えとか、そういう部分ではＤＸと話し合ってスタートさせるという

ことなんですかね。 

 昨年かな、１０月末からＧｏｖＴｅｃｈ東京と都が共同スタートしている保活ワンスト

ップサービス、それにのっとってできるという部分と、今、区が既に始めている部分とい

うのと、混在しちゃうと思うんですけど。ちょっともう一度、説明いただけますか。 

○池田委員長 休憩します。 

午前１０時４４分休憩 

午前１０時４６分再開 

○池田委員長 はい。再開いたします。答弁からお願いいたします。 

 子育て推進課長。 

○山﨑子育て推進課長 お時間いただきまして、すみません。 

 このこども誰でも通園制度の国の総合支援システム、こちらは全国で同じようにこのシ

ステムを使ってやるというふうな、そのために構築されたというところですので、既存の

ものから切り替えるというよりは、こども誰でも通園制度専用のシステムとして国のほう

が構築したものです。 

 あと、区のポータルサイトを利用者申請のところで活用しますけど、それについてはデ

ジタルの担当所管とも連携して、相談しながらやっているというところでございます。 

○西岡委員 そうですね。もう既に区のほうでも入園の見学とかは予約を使っているので、

スムーズに利用者が使えるようにしていただきたいと思います。 

 概要は分かったんですけど、システムのほうの中身に入りたいんですが、これはもとも

と都内で待機児童が減少しているというところで、今この資料も請求させていただきまし

たが、このニーズを見て、例えばですけど、閉園した保育園の空きスペースを利活用した

りして、もっと人数を増やせないのか。 

 これも令和５年に質問させていただいているんですが、合計を見ると、令和７年１０月

の入園選考後を見ると、合計で幼稚園・こども園だと８１０人、３・４・５だと８１０人

いる中で、保育園・認定こども園のほうの０・１・２歳だと８７５人。全体で何人が、要

は必要とすべき空き人数、その隣の令和７年９月５日時点の空き人数で０・１・２歳を見

ると、合計が６、１７、２６で４９人、大体５０人くらいというところで。 

 今、全体でお子さんが１,７００人、０・１・２歳で１,７００人程度いるというときに、

どのくらいを見込んでいらっしゃるのか。今後、今もう一目瞭然で、０・１・２歳の空き

定員のニーズを見ると、もう限られてくると思うんですけど、余裕型といっても、どうい

うふうに今後利用者をうまく円滑に、要はキャンセル待ちにならないようにしていくのか、

教えてもらえますか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。こちらの資料にあるとおり、現段階でもかなり、特に０・

１歳の部分というのは空き状況が少なくなっていて、１月になると毎年ほぼほぼ空きがな

くなってしまうというところが、区立施設は特に出ております。 
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 我々のほうも、余裕活用型ですとどうしても定員だけの空き状況で見るんですけど、一

般型の部分ですと、配置できる人に余裕があるようなところ、定員としては空きがなくて

も別で定員を設けられるような施設というのも中にはございますので、そういったところ

を、もし足りなければスタッフの補助に対しても補助をするとかしながら、定員以外の一

般型のところで対策といいますか、対応してくれるところもないかなというところで働き

かけているというところでございます。 

○西岡委員 閉園した保育園のほかに、もちろん、もう一目瞭然で幼稚園は空き人数が相

当あるわけです。もちろんこれは３・４・５歳なので、０・１・２歳ではないんですけど、

ここをやはりうまく活用していかないと、ちょっと工夫が必要なんじゃないかなと思うん

ですが、それについては今、区のお考えはいかがですか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。おっしゃるとおり、幼稚園についてはスペース的にも、あ

とは定員の空き状況からも、人、従事者の部分についても園によっては本当に余裕がある

ところもございますので、そういったところに生後半年から０歳児とか、１歳児とか２歳

児の部分も見られるようにできないかというところでは、我々は説明会とかを含めて、し

っかり働きかけていきたいなというところです。 

 ちなみに意向調査を行っておりまして、その中で幼稚園にもお話を聞いていると、手を

挙げてくださる幼稚園もあったりして。１歳、２歳も見ますよというところもございます

ので、期待しているところでございます。 

○西岡委員 ありがとうございます。区のご努力もあるかとは思いますけれども、やはり

現場の保育士さんとか職員の方、幼稚園ですと、その方々もいっぱいいっぱいなところに、

さらに国のこども誰でも通園制度というところで、ある意味、現場の方々の処遇改善をし

なきゃいけないという中で、かといって、子育て世代の応援もしなきゃいけないという矛

盾点もあるとは思うんですが、今、幼稚園は現時点で、９月時点だと３２０人程度の空き

定員があるというところでは、やはりそこは工夫していただきたいと思っています。 

 それと、今申し上げたとおりで、現場の保育士さんの処遇改善という部分では、今後、

人数を増やしていくとか予算をつけるとか、どういう工夫をされていくおつもりですか。 

○山﨑子育て推進課長 やはり区としましても現場の負担といいますか、従事者の方の負

担というのがこの制度を行うことによってかなり生じるというところは、他区のお話とか

を聞いていて、我々も認識しているところでございますので、しっかりと誰でも通園制度

が実施できるような体制、人の配置とか、そういったところに取り組んで、そして実施で

きる体制を整えてから実施するというふうに考えておりますので、人の配置も含めて、今

検討して進めているところでございます。 

○西岡委員 ありがとうございます。やはり子どもたちの、特に０・１・２歳というのは、

一番、手がかかりやすい部分というところでは、保育士さん、職員の方々のやはり負担が

増えるという部分で、命をお預かりするというところでは、そこはお金をかけなければい

けない部分なので、区もぜひ支援していただきたいと思っています。 

 今申し上げたとおり、先ほどおっしゃっていただきましたが、文京区さんとか、他区で

やっていましたよね。五、六倍のキャンセル待ちが出るほど人気だったというところで、

今、他区の課題とか状況というのは、前回ちょっとお聞きしていたんですけど、そこはお

答えいただけますか。 
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○山﨑子育て推進課長 はい。本当に全て、２０区が今やっているんですけど、全てにち

ょっとお話を聞けたわけじゃないんですけど、電話をして、幾つかの区にお話を聞きまし

た。委員のおっしゃるとおり、中野区などは最初の年は非常に募集人数に対して手を挙げ

ていただいた方が多かったというところでございますが、令和６年度ですと、今度は大体、

定員に対して応募の人数が３倍ぐらい、７年度は定員に対して１ .５倍ぐらいという形で、

だんだん落ち着いているような形なんですが、こちら、中野区さん、開いているのも２園

とか１園とかというところなんですね。ただ、ほかのところ、練馬区さんですとか杉並区

さんとか大きいところは、かなり十数園、２０園とか開いている中では、今現在、空き状

況がないところもありますし、もういっぱいですよというところもあるし、５割程度、新

宿区等の幼稚園とかは５割程度の利用量ですよとか、それぞれまちまちではございます。 

 ただ、やはり現場から来るお話としては、かなり現場に対しての負担もありますよとい

うところで声は上がってきていると。だから、そこのところはやっぱり工夫しながらやっ

ていかなきゃいけないと。大体のところが初めて実施するというところですので、どうし

ても最初のスタート時点とかというのはやっぱり混乱が生じると。だんだん慣れていくに

従ってスムーズな流れというのができていくみたいな話も、実際に実施している園の方か

らお話を聞いたりすると、そういう話もあるというような状況でございます。 

○西岡委員 ありがとうございます。お忙しいところ、調べていただいて助かりました。 

 でも、お聞きして分かったのが、やはり潜在的にニーズがたくさんあったというところ

ですよね、キャンセル待ちが起きている区もあるというところで。だからこそ、何度も申

し上げて申し訳ないんですけども、東京都の多様な他者との関わりの機会創出事業、こう

いうところも先に、先行で始めながら、本区でも本当はできたんじゃないかな、もっと早

くできたんじゃないかなというふうに思っていました。 

 それと、もうこれで最後にしますけれども、土日ですとか祝日も対応できるのかどうか

というのは、やはりアレルギーのお子さんが一時的に来たりとか、いろんなお子さんがい

らっしゃる中で、土日・祝日でも預かっていただきたいというようなお声もあるんですよ

ね。そういうときに、食べ物の提供ですとか、どういうふうにしていくのか。平日ですと、

そういう職員の方がしっかりいらっしゃると思うんですけれども、お弁当対応になるのか、

ちょっと具体的に教えてもらえますか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。土曜日、日曜日の実施が可能かどうかというお話なんです

けど、やはりこれからちょっと公募させていただいて、なおかつ、園がどの時間帯で誰通

を行うかというのは、やっぱりそれからになってきます。我々のほうで、逆にそういった

土日もできるところに絞ってしまうと、かなり手を挙げてくれるところが限られてしまう

というところもあります。あと、園によっても、食事を提供する時間も見ますよなのか、

そうじゃないのかとか、多分考えがこれから具体には出てくるのかなと思っておりますの

で、公募の結果から、その部分を実施できるかどうかというのが分かってくるのかなとい

うところでございます。 

○西岡委員 はい、分かりました。もう最後にします。ありがとうございます。 

 本当に本区においては潜在的なニーズがあるのに、７割の保護者の方がアンケートで、

一時預かりをもっと充実してほしい、土日・祝日預かりを充実してほしいという声があっ

た中で、今からなのかという気持ちはありつつも、一日でも早く始めていただけるという
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部分では本当に大賛成です、本当にありがたいと思っています。利用者の方がとにかく混

乱しないように、早めの周知をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○山﨑子育て推進課長 はい。できるだけ速やかに公募なり、あと事業者の選定等を行っ

て、早めに利用者の方に周知できるように努めていきたいと思います。 

○池田委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 はい。質問させていただきます。今のやり取りでもね、課題はかなりあるな

というのが分かったというふうに思います。 

 まず、そもそもですけれども、誰でも通園制度、国が制度をつくりました。この大きな

目的というのを、まず教えていただけますか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。国の目的としましては、全ての子どもの育ちを応援し、子

どもの良質な成育環境、こちらを整備するというところ、また子育て世代への支援という

ところで、多様なライフスタイルに応じることを目的としているところでございます。 

○牛尾委員 私も国が示している、全ての子どもの育ちを応援すると、要するに親の働き

方にかかわらず、そういった保育を受けるという理念に対しては賛同するものなんです。

ただ、現場の状況を見ると、本当にそれができるのかということもあります。 

 今の親の多様な働き方、スタイルにかかわらず、様々な形で支援するとありますけれど

も、今でも一時預かりでしたら児童館の一時預かり、保育園でも一時保育をやっています。

その上で、誰でも通園制度を導入する理由というのは何ですか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。おっしゃるとおり、千代田区においても一時預かり保育事

業、こちらは保護者のリフレッシュも理由として入れておりまして、当然、保護者の通院

ですとか、あとは兄弟の学校行事、そちらも含めて基本的には保護者の都合による一時的

な利用というところを目的としているところです。 

 一方、誰でも通園制度、こちらは子どもの育ちを中心に捉えた給付制、また子育ての孤

立化防止にもつながるよというところで、制度の趣旨とか目的とかが異なりますよという

ように言われております。 

 牛尾委員のおっしゃるとおり、こちらの誰でも通園制度の国の検討会等でも、やはり一

時預かり保育との違いというところはかなり強調されているところでもございます。そこ

で、東京都の考えも、多様な他者との関わりの事業の中でもそうなんですけど、我々もそ

の事業の補助を使うというところで、定期利用というところを原則に考えているところで

ございます。すみません。一時預かり保育の目的と、あと誰でも通園制度の目的というと

ころでは、大きくそこが違うのかなというところでございます。 

○牛尾委員 そうですね。児童館なり認可保育園でやっている一時保育というのは親の

様々な都合で利用できるということ、今度の誰でも通園制度は子どもの育ちが中心という

のは分かります。じゃあ、実際、本当にそうなるのかということなんです。先ほど４園が

手を挙げそうだと言いましたけど、大体どのような特徴がある保育園ですか。 

○池田委員長 これからですよね。まだ決まっていないけど。 

○牛尾委員 大体４園ぐらい挙げそうだとおっしゃったじゃないですか。例えば保育所が

充実しているとか、例えばスペースがいっぱいあるとか空きがあるとか、様々あるわけじ

ゃないですか。その辺、分かりますか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。あくまでも意向調査の中での回答からしますと、やはり今、
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幼稚園ですとかも定員に空きがあって、今後できそうな見込みがあるよというようなとこ

ろが手を挙げてございました。あと、区立施設においても、何とか少しぐらいだったら手

助けできるよとかいう話は聞いております。ほかのところも、正直、保育園とかに余裕が

あるわけではないんですけど、何とか協力してよというような働きかけに対して、できる

と思いますよみたいな話がある。ただ、実際に公募して、本当に手を挙げてくれるかとい

うのは、まだ意向調査の段階ですので、何とも言えないというところでございます。 

○牛尾委員 スペース的には３.３ということで、認可基準ということで示されておりま

すけれども、やはり保育士の基準についてはね、一応、空き定員を利用するところは認可

の基準、その他施設の都の条例が基準になると思うんですけれども、やはり子どもたちの

ためというのであれば、子どもたちの命とかを預かるわけだから、それなりのしっかりと

した体制を組まないと駄目だと思うんですね。 

 仮に受け入れるとしたところで、じゃあ保育士がその分も加算されるのか、保育士を集

めることができるのかということも課題だと思うんですけれども、そこについてはどのよ

うな形で人員の補充・拡充をやろうとしているのか、それともそれはもう園任せなのか、

どちらですかね。 

○山﨑子育て推進課長 はい。先ほど条例の国基準の中でもちょっとお話ししましたけど、

人員配置についてはしっかりと国の基準で決められている。例えば０歳児だと３人に対し

て保育士さん等は１人ですよ、１歳・２歳は６人に対して１人ですよというところで、そ

こは絶対守らなきゃいけないというところでございます。ただ、どうしても、それでもな

かなか人に余裕がありませんよ、安全面とかを考えたらさらに必要ですよというところか

らすると、今回の試行的事業につきましては、やはりおっしゃるとおり子どもたちの安全

とかというところ大事ですし、初めてというところもあるので、そこの部分も、もしプラ

スして人を配置するとかいう場合には、その部分もしっかり支援をしていこうという考え

ではございます。 

○牛尾委員 ただ、なかなかね、民間の保育園というのはもう今でも保育士が足りない、

足りないと言われております。それで、やはりこうした０・１・２、本当に一番大事な時

期ですよね、保育としてはね。そうなるとしっかりとした先生がつくというのが必要だと

思うんですよ。そこに例えば派遣の保育士さん、アルバイトで対応するというようなこと

はね、私はいかがなものかなと思っていまして。そうなると、ちゃんとした正規の保育士

さんを配置していくと。ただ、そうなるとなかなか保育士が集まらないという状況もある

と思うんですよね。それは保育士のね、なかなか処遇が上がっていかないとなかなかね、

潜在保育士が今多数いらっしゃいますけれど、抜本的な引上げを行っていかない限りは、

なかなか保育士が集まらないというふうに私は思うんです。 

 しかも、通常、保育を受ける場合には面接し、慣らし保育を行い、そして保育をやって

いくわけじゃないですか。今回は申し込んで、面接はするんだけれども、アレルギー対応

をどうするのかとか、あとは慣らしの保育をどうするのかとかは、結局やらないわけでし

ょ。できないわけでしょ。そこについても、やっぱり心配はあると思うんですけれども。 

 さらに、０歳、１歳、２歳までですよね。２歳の途中で３歳に上がりますとなったとし

たら、もう年度途中でも利用できなくなるわけでしょう。そうなった場合、せっかくしば

らく利用していてお友達とも仲よくなりました、でも３歳になったら、もう明日から来ら
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れませんということについても、本当にそれが子どもたちのためになるのかという問題も

あります。 

 かなり本当にいっぱいあると思うんですけれども、そこについては区としてはどのよう

なお考えをお持ちなのか、お聞かせいただけますか。 

○山﨑子育て推進課長 まず従事者の話につきましては、やはり先ほども少し申し上げま

したけど、実施できる体制、それを各園のほうには我々としては求めていきますし、もし

仮に足りないのであれば、そこを補充するというところに対しては区としても支援をして

いくと。ただ、質の問題といいますか、ベテランさんなのかどうかというと、急遽という

となかなか集まりにくいよというところはおっしゃるとおりなのかなと。 

 いずれにしましても、体制としてしっかりとそういう体制を組んでいますよというとこ

ろを、我々としても判断しながら認可のほうを行っていきたいと思いますし、あとは、お

子さんのほうに関しましては、まず、これから始まる事業でもありますので、今後いろい

ろと様々に課題も出てくるかなというふうには思っておりますので、そういったところを

しっかりと我々としても把握しながら進めていきたいなというふうに考えております。 

○牛尾委員 あと、来年１月から３月については、当面は区民の利用ということになると

思うんですけれども、国のほうでは２０２６年度から広域利用、自治体を超えた利用が可

能ですよと。これについてはどうお考えですか。 

○山﨑子育て推進課長 本格実施になった場合には、全国的に同じような誰でも通園制度

が行われて、広域利用も行われますよというふうに今は言ってございます。ただ、各自治

体において、やはりどうしても受入体制が伴いませんということであれば、そもそも、よ

その自治体の方を入れるということ自体もなかなか難しいのかなというふうに考えてござ

います。ですので、まだ４月以降、そのタイミングで我々も認可の申請を受けて選定をし

ていくという中で、どういう状況なのかというのを見極めながら進めていかなきゃいけな

いなと思っております。現状だと、そういったところでございます。 

○牛尾委員 逆に聞きますと、条件が整えば広域利用も受け入れますよということですか。 

○山﨑子育て推進課長 国の制度の中身を見ますと、基本的には広域利用ができるように

というふうに定められているというところでございます。我々としての考えというよりか

は、制度自体がそういった中身になっているというところでございます。 

○牛尾委員 これも大きな問題だと思うんですよね。例えば北海道から東京に旅行に来ま

した、子どもを預けたいといった場合に広域利用が可能なわけですよね、全国どこでも利

用できるわけだから。その際、子どもの状況、面接とかをどうするのか。大変大きな問題

になってくるんじゃないかなと私は思うんですね。そこは指摘しておきたいというふうに

思います。 

 様々、各自治体でやっている現場の声も聞いてらっしゃると思います。保育の現場の声

というのはどんなものが多いんですか。 

○山﨑子育て推進課長 特に現場の声としましては、現状、大体定員を満たしているよう

な施設からは、本当になかなか、この状態ではとてもじゃないけど受け入れられませんよ、

みたいなお話をされるところもあります。ただ一方で、本当にそこで余裕、人に余裕があ

るか、場所に余裕があるかというところで、園によって話は変わってくるなというのが第

一印象で、空きがある、少しでも余裕があるところは、ぜひうちの園でも参加したいよと
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いう声もございます。もう本当に園の事情によるのかなというところでございます。 

○牛尾委員 それと今回は利用料がね、本来、国の示されている基準では１ ,６００円と

かという感じで、ただ、千代田区は無料にしていると。これを無料にした理由は何かある

んですか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。東京都においては、この９月に保育園全てが無償化、保育

園等が無償になっているというところを受けて、実費負担分についても東京都の補助が出

るというところでございますので、こちらの誰でも通園制度のほうも無償にするというと

ころでございます。 

○牛尾委員 つまり、認可保育園に通っていらっしゃるお子さんは今、保育料が無料です

よね。なので、誰通も無料にするよという考えですか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。そのとおりでございます。 

○牛尾委員 つまり、誰通は保育の一環という考えということですか。もし、保護者への

保育支援ということでは児童館のほうもやっているし、児童館のほうは結構利用料がかか

りますよね、一時預かりはね。そちらのほうの支援とかも考えないのかなと思ったんです

けど、いかがですか。 

○山﨑子育て推進課長 こちらのほうは、本当に子ども・子育て支援法によるところの新

しい給付制度、事業の一つというふうになっておりますので、保育のほうの新しい給付制

度というふうなことですので、保育の一つというふうに考えております、というか、なっ

ております。 

○牛尾委員 やっぱり現場、私も保育園のほうにもいろいろ聞きました。やはり受け入れ

てもいいなというところは、やはり自分たちの保育園の宣伝にもなるというようなことを

おっしゃっておりました。ただね、それが目的であると、やっぱり子どもたちの安全な保

育というふうになるのか、私は疑問に思うわけですよね。 

 先ほど受入体制があるかどうかしっかりチェックすると言いましたけれども、これはど

のようなチェックを行う予定なんですか。 

○山﨑子育て推進課長 こちらの条例で決められている設備ですとか、あとは人員配置で

すとか、そういったところからも見ながら、認可基準に合うかどうかというところをしっ

かり行いますし、手を挙げていただけるかどうかというところになってくるのかなと思い

ます。もう人数ぎりぎりなのに大丈夫ですかという話はヒアリング等では聞けるかなと思

いますので、しっかり受け入れ体制が整っているかどうかというところに対して認可をす

るというふうな考えでございます。 

○池田委員長 ほかはよろしいですか。 

 小枝委員。 

○小枝委員 すみません。子ども・子育て会議と、それから教育委員会のほうで議論され

てきたと思うんですけれども、その際に、何というんですかね、心配であるとか期待であ

るとか、どのようなご意見があったかを伺っておきたいんですけど。 

○山﨑子育て推進課長 子ども・子育て会議等のほうでも皆さんから率直な意見を頂いて

おります。やはり今まで、今日もお話を伺いましたけど、やっぱり現場の負担というとこ

ろもありますし、あとは、これから利用者が減っていく、子どもの人数が減っていく中で、

こういった仕組みを活用しながら、園にとっていい方向に進めていけるんじゃないかとい
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うふうなご意見もありました。 

 あとは、余裕活用型でやった場合、本当にたまに来る子に対してどういうふうな対応し

たらいいかとか、というところは、これからしっかり考えていかなきゃいけないね、そこ

ら辺も課題ですね、みたいな話もありました。 

○小枝委員 ありがとうございます。あれっ。今回って、これ、補正予算に入っていまし

たっけ。（発言する者あり）ああ、なるほど。じゃあ、数字はちょっと、そっちは聞かな

いほうがいいですね。 

 運営上というところで考えると、人手問題からすると、例えばなんですけれども、先ほ

ど牛尾委員のほうから、何でしたっけ、派遣とかアルバイトということもあったけれども、

千代田区のＯＢ、保育園ＯＢであったりとか、それから地域の、保育園経験があって、お

嫁に来ちゃった人たちとかが、最近というか、もう、ここ２０年ぐらいはアルバイト的に、

早朝や遅い時間に入ってくれたりしているので、そういう、何というか、人材バンク的な

ものをストックしておくと、そうした緊急対応にいいのかなということを少し思った次第

なんですけれども、そんなことはいかがでしょうか。 

○大松子ども支援課長 今、委員のご指摘がありました人材バンクの活用につきましては、

特に今のところちょっと予定はございませんが、人材不足の折を考えまして、例えば民間

のそういった会社のほうを利用できて、また支援とかもできるような可能性も含めまして、

今後ちょっと研究していきたいと存じます。 

○小枝委員 ちょっとずれているかもしれないんですけども、子どもというのは人と人と

の関係性が大事ですので、それはもう、ぽっと連れてくればいいというものではないとい

うことはよく分かる。ただ、やっぱり園の運営に一度でも関わったことがある人がいると

いうことは、すごく心強いことだと思うんですね。例えば６０歳で元気なのにリタイアさ

れた方であるとか、あるいは若いけれども子どもができちゃってリタイアされた方である

とか、周辺を見渡してもいっぱいいるんですよね。そういう人たちが地域ぐるみで応援隊

になっていったら、先ほどから提案のあるいろいろな、千代田区の場合、場所の問題とい

うのは乗り越えられない大きな問題だけれども、やっぱり愛情を持って、我が地域の園を

サポートしていきたいという人の思いを集めておくということは、すごくつながりとして

も意味があることなんじゃないかなというふうに思いながら聞いていたので、そこはご一

考いただけたらなというふうに思った次第です。 

 やはりこれからのニーズに応えていくためには、地域外対応、例えば里帰り出産で来て

いる子どもたち、あるいは土日も働かなければならない人たち、そして子どもの育ちを、

恐らく何か、ネットでというかデータで、その子がどんな特徴を持つ子どもかということ

は当然管理していくと思うんですけれども、そうした有機的なつながりをしながら、やっ

ぱり実質的に切り離せないわけですよね、親支援と子ども支援というのは。だからそうい

うことが、いろんな意味で人も場所も、千代田区の弱点も強みも生かしていけるという意

味では、人というのはとても大事なんじゃないかというふうに思ったんですけど、いかが

でしょうか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。おっしゃるとおり、やはり本当に補助だけとかのためにア

ルバイトさんをというよりかは、そういった今まで経験された方に来ていただいてやって

いくというふうな考えのほうが我々もいい、そちらのほうが安心だなというところは十分
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分かっております。なかなか、ただ、そういった方が獲得できるかどうかというところが

やっぱり問題かなというふうには考えております。 

 あとは先ほどおっしゃったとおり、やっぱりお子さんの安全・安心が一番大事ですので、

数字だけ見ていくのではなく、やっぱり実際に一旦は、どういうところから来られる方で

も面談をして、その園で受け入れられるかどうかも含めてお話を聞いて、それから受け入

れるというような、そういった手続を踏みながら、安全面でしっかり担保しながら進めて

いくというところがこちらの事業でございます。 

○小枝委員 おっしゃるとおり、何というか、丁寧に進めていくことはとても大事で、荷

物ではなく、子どもなわけですから、どう預けて受け入れていくのかということは、泣い

ちゃってね、「お母さん」と泣いちゃって終わっちゃったら、これは、次、利用しようと

いうふうにならないと思うので、そこはとても本当に大事な視点だと思います。 

 最後なんですけれども、今年度から始めるということで、西岡委員からは、もうほかは

２０もやっていて、そうなんだと思いますけれども、最初の３か月、今年度やる３か月の

リサーチ、つまりどういうふうな問題があって、どういうふうないいことがあって、改善

点があるかということをリサーチすることがとても大事になってくると思うんですけれど

も、それは誰がどのようにやる体制になっているかということをお聞かせください。 

○山﨑子育て推進課長 やはり前もって、４月から全国的に始まる本格実施に向けて、試

行的にやるものでございます。そのために４園程度というふうにちょっと絞って始めて、

細かく調査といいますかヒアリングをしながら、何か問題があるかとか、しっかり聞き取

りながら本格実施につなげたいと。それは当然、我々所管のほうでも行いますし、関係す

るほかの課も含めて、連携しながらやっていきたいというふうに思っております。 

○小枝委員 はい。その点では都心が抱える問題と地方が抱える問題は特徴が違うと思う

んですね。国がやること、大変、旗を振ってくれていいことだと思うんですけれども、一

律と言われちゃうと、やっぱり都心ならではの問題を見える化できないと思うんです。そ

このところは、やはり当事者自治体として、どうやったら子どもの幸せと環境づくりに結

びつくのかということを意識して、ちゃんとリサーチをしていっていただきたいと思いま

すので、私のほうからはそういうことでよろしくお願いします。 

○池田委員長 答弁はいいですか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。しっかりと都心ならでは課題等も、他区からのお話も含め

て、しっかりリサーチを進めていきたいと思います。 

○池田委員長 おのでら委員。 

○おのでら委員 はい。実施方法について、ちょっと伺います。 

 原則、定期利用となっているんですけども、原則というのはどういうことなのかという

ところと、この１月から３月は試行で始められるということなので、その中においてはこ

れなのかというのをちょっと教えてください。 

○山﨑子育て推進課長 はい。東京都の多様な他者との関わりの創出事業、こちらのほう

の補助も利用するというところでございまして、そちらの条件としまして定期利用ですよ

というようになっておりますので、我々としてもそれに倣って定期利用をやろうというと

ころでございます。 

 また、先ほども少しお話ししましたけど、千代田区の場合、一時預かり保育というのも
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かなり充実しているところであります。そことのすみ分けというところでも、やっぱり定

期で子どもが通うようなイメージで実施していきたいなというように思っているところで

ございます。 

○おのでら委員 すみません。原則ということなんですが、柔軟利用も可能ということな

んですか、その都の制度は。 

○山﨑子育て推進課長 原則、柔軟利用は可能ではないですよというところでございます。 

○おのでら委員 試行してみて、いろいろなニーズとかも分かってくる、あるいは空き状

況ですとか、そういうところによるとは思うんですけども、私は千代田区は柔軟利用のニ

ーズがそれなりに強いんじゃないかなというふうに思っているので、今後４月以降どうい

うふうにされるかという上でも、いろいろご検討いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

○山﨑子育て推進課長 はい。一時預かり保育、そちらのほうとの兼ね合いもありますの

で、試行的な事業のところをやりつつ、そちらのほうもいろいろと検討していきたいとい

うふうに思っております。 

○池田委員長 白川委員。 

○白川委員 はい。長期的な観点から２点、お願いいたします。 

 千代田区のホームページを見ると、一時的にお子さんを預けたいときと、一つにまとま

って分かりやすくなっているんですが、一時預かり保育から拡大子育てサポート、ファミ

リーサポート、９あって、今回で１０個目ということになるんですね。これを受益者、区

民のほうから見ると、非常にどれがどれなんだという感じになっていて、これは行政のほ

うからしても、ちょっとパンクする可能性というのも出てくるかなと思います。ですから、

まず年齢もばらばらですし、有償、無償というのもありますんで、どこかで制度を一元化

というのは無理にしても、ある程度整理する必要があるのかなと思います。それがお願い

の一つ目です。 

 二つ目は、一時預かり制度というのを拡充するに当たって、要するに虐待リスク、ある

いは子育てのときに、何というか、ネグレクトリスクみたいなところを見つけたときにこ

れを利用するというのを、先々はぜひ応用としてやっていただきたいなと思っています。 

 この２点を、ちょっと長期的な政策としてお願いできないかなというご質問です。 

○山﨑子育て推進課長 今、白川委員のおっしゃっていただいた課題といいますか、特に

私もこちらへ４月から来て、いろいろあるなというところは率直に思ったところです。ま

た、先ほどもからも話がありますけど、この一時預かり保育といいますか、うちの場合だ

と一時預かり保育とこの誰通との違いって何、みたいなところもお話をさせていただきま

した。ただ、確かに利用者からすると違いが分かりづらいんじゃないかというお話もあり

ます。その部分はしっかりと周知しながら、理解を深めていきたいなと思っております。 

 それと同時に、これは国の事業でもありますので、なかなか一緒に全く同じで一元化み

たいなものは今の段階だと難しいなと思っておりますが、後々、何かそういった視点も持

ちつつ、今後研究していきたいなというふうに思っております。 

 あと。 

○白川委員 虐待リスク。 

○山﨑子育て推進課長 そうですね。特に、誰でも通園制度、こちらの国の検討会でもよ
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く言われていたのは、やっぱり０歳児での虐待の問題とかというのを早めに自治体のほう

で判断できるものにつながる、ぜひそういった意味でも早く進めようみたいな話もありま

した。ですので、今後いろいろな相談のところに、誰通でそういったことが分かった場合

も含めて投げかけて、つなげて連携して対応していくというところもありますし、保護者

の方がこちらを利用した際に、子育ての孤立化ということにならないように、いろんな相

談事に園等がのってあげられるような、そういった形に区としてもしていきたいというふ

うに考えております。 

○池田委員長 えごし副委員長。 

○えごし副委員長 すみません。これから多分、様々、手を挙げていただいた園と話し合

って、内容とかも細かくは調整していくことになるとは思うんですけど、区の考え方のち

ょっと確認として、例えばこの利用可能時間は月１０時間以上は、例えばほかの区だと回

数制限を設けていたりする区とかもあって、そういう点を千代田区としてはどう考えてい

るのか、回数制限は設けずにいこうと考えているのかというところと。 

 あと、利用対象児童も、例えば医療的ケア児とか障害児などの対応についてはどう考え

ているのか、教えていただいてもよろしいでしょうか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。利用回数につきましては特に我々のほうでは設けない、あ

くまでも月１０時間だよというところでやってみるというところ、国の決めた１０時間を

そのまま一度やってみるというようなところでございます。 

 また、障害者ですとか医療的ケア児に関しましても、できるだけ対応できるところにも

手を挙げていただこうと。意向調査の中では、それも含めてお話を聞いているようなとこ

ろです。ただ、当然、園によって障害のレベルも、ここ以上は無理ですよというお話もあ

りますし、そもそも医療的ケア児を受け入れる体制は整っていませんよというところにお

願いするというのはなかなか難しいので、今の現状、そういったことも対応できますよと

いうところに挙げていただければお願いするというふうに考えているというところです。

ただ、試行的な段階だと、ちょっと難しいかなと思ってはおります。 

○えごし副委員長 これから始めていくというところなので、またそういうニーズも踏ま

えて、例えばそういう医療的ケア児とか障害児の受入れというニーズもあるのであれば、

また受け入れられる体制をつくれる支援というのも、また区としては考えていただきたい

なと思います。 

 あと最後、これも確認なんですけれども、一応３歳未満までということなので、年度途

中でも３歳になれば、もうそこで利用できなくなるという考えでよろしいでしょうか。 

○山﨑子育て推進課長 はい。対象年齢が３歳未満ということですので、そのとおりでご

ざいます。 

○えごし副委員長 定期利用していて、様々、仕事の関係でとかで利用していた方が、途

中で、もう３歳になったら使えない。そういうところも、細かく説明というか、保護者の

方にも初めから分かっていただけるように、ぜひ説明いただきたいと思います。 

○山﨑子育て推進課長 はい、了解しました。周知に関して、本当に丁寧にやっていきた

いと思います。 

○池田委員長 はい。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○池田委員長 以上で、質疑を終了いたします。 

 討論はいかがいたしますか。（発言する者あり） 

 はい。これより討論に入ります。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 議案第４５号、千代田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例について、意見表明いたします。 

 本議案は、子ども・子育て支援等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、区市

町村による認可事業である乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度の設置基

準を条例により定めるものであります。 

 こども誰でも通園制度については、孤立する子育ての不安に応え、全ての子どもの育ち

を応援するという理念、これには賛同いたしますし、利用する保護者の期待に応えるもの

となると思います。しかし、子どものためということを考えれば、課題は本当に多いので

はないかと思います。例えば、国の基準では、面積基準は認可保育園の半分程度、保育者

は半分は無資格でよいなど、基準の緩和によることによって保育の質の低下が懸念されま

す。区が、国の定めた基準を上回る基準を提案していることは承知をしておりますが、こ

うした懸念を解消するものにはなかなかならないと思います。 

 また、２０２６年からの広域利用についても、子どものためになるとは思いません。さ

らに、保育園の負担も大きな課題です。保育士の不足が大きな問題となっている中で、そ

こにスポット的に乳幼児を受け入れれば、在園児童への保育の影響が出ることも懸念をさ

れます。実際に、千葉市が今年５月にまとめた令和６年度こども誰でも通園制度試行的事

業検証結果報告書では、保育従事者の声として、「通常保育へよい影響があった」は１６.

７％に対し、「悪い影響があった」との回答は５０％を占めております。現場の大変さが

浮き彫りになっていると思います。 

 それを考えるならば、今、誰でも通園制度を導入するのは、まだまだ時期尚早なのでは

ないかと考えます。保育士の処遇改善と配置基準の抜本改善を行い、保育の現場の抜本的

な拡充をまず土台としてつくるべきだと思います。区として、国に対し、保育士の処遇改

善と配置基準の抜本的改善を行い、公的保育を拡充することで誰でも通園制度の土台をつ

くることをしっかり求めていただきたい、このことを要望いたしまして、本議案に反対い

たします。 

○池田委員長 西岡委員。 

○西岡委員 議案第４５号、千代田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例について、賛成の立場で意見発表させていただきます。 

 この乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度は、全ての子どもの育ちを応

援し、子どもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対し、多様な働

き方ですとか、ライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため、現行の幼児教

育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能額の中で、就労要件を問わず、時間単位

で柔軟に利用できる制度です。 

 また、本制度は、育児中の保護者が一時的に子どもを預けて心身をリフレッシュできる

だけではなく、保護者も保育士等の子育てのプロから日常的に情報収集を得られ、子ども

自身が多様な大人や子どもと関わる中で社会性や自己肯定感を育む貴重な機会となり、乳
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児やその保護者、そして地域社会全体にとって有益な制度であり、児童やその保護者に対

して大きな支援を提供するものであると考えます。 

 令和５年度より他区においては本制度のモデル事業を実施しており、私は令和４年度よ

り無園児対策、土日祝日一時預かり、未就園児の方々も取り残さない対策として訴えてき

ており、長らくこのこども誰でも通園制度の活用を訴えてまいりました。本区においても、

令和６年３月の子育て支援に関する区民ニーズ調査では、３歳未満の未就園児の保護者の

方から７割以上の利用希望を頂いており、本制度に対する区民のニーズの高さが明らかに

なっていることを踏まえれば、もっと早い時期に、求められるニーズに対し、試行的事業

を実施していただきたいところではありました。 

 当議案審査では、令和８年１月から実施予定の試行的事業のスキーム、予約システム、

他区の状況、また、現場保育士、職員の処遇改善に努め、不特定多数のお子さんを受け入

れられるような実施体制に整える旨を確認できました。今後、事業の実施に当たっては、

先行的に実施している自治体の状況などを踏まえながら、区民ニーズに応え、試行的事業

を通じて課題の改善に努め、混乱なく令和８年度から本格実施につなげ、よりよい制度へ

と発展させていくことを期待しております。 

 子どもの育ちを支える事業としてもらいたい旨をお願いいたしまして、本議案に賛成い

たします。 

○池田委員長 はい。ほかはよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 討論を終了いたします。 

 これより採決に入ります。 

 ただいまの出席者は全員です。 

 議案第４５号、千代田区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

に、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○池田委員長 ふかみ委員、白川委員、小枝委員、おのでら委員、西岡委員、えごし委員、

賛成多数です。よって、議案第４５号は可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、議案第４５号の審査を終了し、日程１、議案審査を終わります。 

 教育長が退席のため、暫時休憩いたします。 

 教育長、ありがとうございました。 

午前１１時４０分休憩 

午前１１時４６分再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 日程の２、報告事項に入ります。 

 子ども部の（１）子どもの朝活プログラムの試行実施について、理事者からの説明を求

めます。 

○加藤子ども総務課長 それでは、教育委員会資料２に基づきまして、子どもの朝活プロ

グラムの試行実施につきましてご説明させていただきます。 

 目的でございますが、各区立小学校におきまして、始業前の時間を活用して、運動や読

書等の朝活、朝活動を実施するとともに、子どもの朝の活動場所を創出することを目的に、
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今回、試行実施するものでございます。 

 ２番でございます。事業内容、校庭や体育館等を活用し、児童が安心・安全に始業前の

時間を過ごすことができるよう、教育委員会が手配する従事者（有償ボランティア）を各

小学校に配置をいたしまして、事業に参加する児童の見守りと誘導を行います。 

 ３番、試行実施の日程でございます。来月、１０月から各区立小学校８校におきまして、

週１回程度、試行実施を行います。学校別の実施の日程等は下記のとおりでございます。

各学校によりまして、特に雨天時ですね、行う場所は少し違うといったところになります。

また、昌平小学校におきましては、校庭がちょっと、屋上校庭でございますので、芳林公

園のほうを、ちょっと環境まちづくり部に打診をしましたら、快くこちらの利用を認めて

いただきましたので、芳林功園での実施というところになります。 

 また、各学校において、場所も少しずつ変わりますが、開始時間も違うといったことが

ございまして、こちらについて各学校のご協力を得ながら、周知を子どもたちに図ってい

くというふうに考えております。 

 ご説明は簡単でございますが、以上でございます。 

○池田委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 これは、まず週１程度の試行実施ということですけれども、これ、試行が終

われば、これは回数を増やしていくという考えなんですか。 

○加藤子ども総務課長 まず、ちょっとしばらく週１がぎりぎりかなというふうに思って

おります。一番のこの事業の課題は人員の確保といったところにほかなりません。何とか

今回もぎりぎり、ちょっとこのぐらいの人数を確保できて、今回実施をさせていただくん

ですが、学校によっては、この有償ボランティアを２名ないし３名程度配置する予定でご

ざいます。それも、ちょっと各学校のほうにお願いして、何とか人員を確保したというと

ころでございまして、これが、例えば交通の事情で来られないとかとなりますと、ちょっ

と校門と校庭、どういうふうに見るのかというふうになると、ちょっと抜けた場合は、基

本的には教育委員会が職員を出して見に行くということを考えておりまして、本当に人員

の確保という部分が今一番喫緊の課題、また、どうやってその人たちを回していくのかと

いったところも含めて、まずは試行でやってみて、いろいろ課題が上がってくるかと思い

ますので、数を増やせるかどうかといったところについては、その次の段階になるかなと

いうふうに思っております。 

○池田委員長 小枝委員。 

○小枝委員 千代田区としては大変頑張ったなということだと思うんですけども、本当に

頑張った先で、息が続かなければ意味のないことなので、小さく産んで大きく育てていっ

てもらいたい。我々の時代は、もう朝早く行く分にはオープンでしたから、むしろ時間を

過ぎると校門が閉められるというんで、３０分でも４０分でも早く行って、一汗かいて授

業に行けるというのが楽しみだったわけですけども、今は、本当にそういう状況は全くな

くて、ああ、子どもたちというのはかわいそうだなというふうに、自分のときから、子ど

ものときから思っていました。第一歩だと思いますが、人手の確保のところで、学校側に

努力してもらうことにした。要するにシルバー人材センターで無理だったとかいうことで

すよね。あとは地域確保もできていないということですよね。 

 そうすると、それは学校で言うと、どのポジションの先生がその窓口になり、そして、
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どんな人材が大体見通しが立っているんですか。 

○池田委員長 休憩します。 

午前１１時４６分休憩 

午前11時４７分再開 

○池田委員長 委員会を再開いたします。 

 答弁をお願いいたします。子ども総務課長。 

○加藤子ども総務課長 今回の事業は、学校の事業ではなくて、教育委員会が実施する事

業という形でやります。ですので、今回入っていただく有償ボランティアの方には地域の

方もいらっしゃいますし、また、学校からご紹介いただいた方もいらっしゃいます。で、

学校との役割分担というところなんですが、基本的には、学校側はこの事業についてはタ

ッチしない。教育の活動時間とは違う形でございますので、まずそれが１点。ただ、万が

一のとき、救急車に乗せなければいけないような事故とか何かがありましたらば、有償ボ

ランティアで働いている、子どもたちの個人情報を基本的には取り扱わない形で行います。

ですので、何かありましたらまず学校の先生にご一報いただいて、保護者の方に連絡を取

ってもらう。または救急車、その後の学校の時間もありますので、救急車に同乗していた

だくのは学校の先生にお願いすることになるというふうに思っておりますが、今現在、学

校の方々に、学校の教職員への負担という部分は一応そこだけになるかなというふうな形

で進めようと思っております。 

○池田委員長 小枝委員。 

○小枝委員 分かりました。本会議場でも副委員長のほうが質問されていて、踏み込んだ

なというふうな、また――あれっ、副委員長じゃなかったっけ。（発言する者あり）あ、

そうか、そうか。 

 あと、都庁のほうからも、進めてほしいということでかなり報道されていたので、機運

は高まっている。だけども本当に、先ほどの議案と一緒なんだけど、やっぱり体制が十分

かどうかというところは、まだまだ心もとないということはあるだろうという中で、努力

をされたということは分かりました。 

 私の問題意識だけを一応言っておくと、昌平であるとか千代田小なんかはコミスクとい

うのがあるわけですよね。そうすると、コミスクの結局あるところというのは、公適配時

代のところだけですね。その後のところというのは、ない。つまり、地域連携がないとこ

ろというのは、これをやるときに、結局部局で、これは福祉流れになってきているじゃな

いですか。それを子ども、教育が受けなきゃならないという。この現場が対応しようとい

うときに、地域との本当に連携というかね、そこがつくり切れていなかったなという感じ

を最近すごく思っていて、そこら辺が、これを教育委員会や子ども部だけに押しつけるの

でもなく、学校責任に押しつけるのでもなく、どうにかコミスク体制というか、それこそ

文京区、たまたま柳町小学校という文京区の学校の、ちょっとググってもらうといいです

けど、もう本当に地域との、このいろんな、どこで何が、誰を、どうやってやっていると

いうことが分かりやすくなっているんですよ。 

 その辺のところは多分これからだと思うので、私が言わんとする目的はそこら辺だとい

うことを、まあ、今のところは、すみません、投げるだけで、投げましたということで、

引き続きよろしくお願いします。 
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○加藤子ども総務課長 ちょっと多岐にわたって難しいなと思いますが、基本的には、地

域の方々との連携という形で実施のほうを、極力したいと思っております。それは先ほど

言った交通の事情で来られないといったことは、やっぱり極力避けたいなといったところ

もございますし、朝早く、この時間に勤務するためには出てきて、これよりも早い時間に

来ていただかなければいけないといったところもありますので、やはり、できるだけ近い

ところに住んでいる方に来ていただきたい、なっていただきたいという、それは本当に、

何とかそういう形にできないかなといったところは、これからも模索、検討のほうを進め

てまいりたいと思います。 

○池田委員長 西岡委員。 

○西岡委員 幾つかあるんですけれども、これ、先ほどの話にも出ていたとおり、そのと

おり、今、都が推進している中で、他区も続々とスタートさせているんですが、今、どの

くらいの進捗といいますか、どの程度実施している区があるんですか。 

○加藤子ども総務課長 現在、ちょっと予定も含めてでございますが、把握している段階

ですと、港、江東、品川、大田、世田谷、杉並、豊島、江戸川ですので、８区で、千代田

区が９区目というふうに思っております。あと、この間、新聞報道で出ていたのが渋谷区

さんで、それは来年の４月以降で実施すると、具体的にどういうふうにやるかといったと

ころまでは、ちょっとまだ聞き及んでいないところでございます。 

○西岡委員 分かりました、ありがとうございます。 

 まだ、じゃあ始めたばかりのところもあれば、これから予定というところで、隣接区と

その課題の共有というのは難しいかもしれませんが、今後、広域に連絡を取っていただけ

たらと思いますし、もう一点なんですが、これ、学校は、先ほどは全く関与しないんだと

いうところで、緊急事態を除いて、担任の先生とか、ほかに校長、副校長がいらっしゃい

ますが、輪番とかで何かいていただくとか、そういうことでもなく、また、朝からいらっ

しゃる用務員さんとか、そういう方も関わらないという認識で合っていますか。 

○加藤子ども総務課長 いろいろ学校側のほうのそういった事情も加味しながら、ちょっ

と今回仕組みを捉えています。特に用務員さんなんかは７時から学校に入って、いろんな

準備をしていただいているというふうには聞いてはいるんですが、やっぱり、やることが

ちゃんと別にあるというようなお話も頂いたりとかして、ただ、中には用務員さんがやっ

ていただいている学校もあったかなというふうに思っております。 

 ちょっと具体的に、本当にいつまで、その方々がやってくれるかといったところもあり

ますので、年齢等も加味しながら、維持可能な形で制度構築していきたいなというふうに

思っております。 

○西岡委員 先生の輪番はないんですか。 

○加藤子ども総務課長 すみません、答弁漏れでございます。 

 輪番につきまして、学校の先生方、今、実施をしているのが、我々教育委員会ではなく

て学校で実施をしているのが、今、和泉小とお茶の水小学校、２校で週に１回実施をして

おります。そちらのほうは、基本的には管理職、校長先生、副校長先生が、どちらか必ず

いる形で実施をしていると聞いてございます。 

○西岡委員 なので、事情的にはもちろん行政としてですけど、学校が、全く現場の学校

が、何かあったときにトラブルに関与しないとか、そういうことではなく、場所の提供と
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いうのがメインですけれども、何かあれば輪番の先生もいらっしゃるというのは変わらず

ということで認識しました。ありがとうございます。分かりました。 

 それと、もちろん、この子どもの朝の居場所というのは潜在的に前々からニーズがある

とは言われてきて、都も動いたというところではあるんですが、以前に、私、保育園で朝

の居場所という部分でも、もちろん早朝から開いてはいますけれども、今は難しいにして

も朝食、子どもたちの朝食の提供ね、都庁の保育園では朝食提供していますと、前に議場

でも、議場質問でもさせていただきましたけれども、実施しているところは幾つか出てき

ているんですよ。保育園だけじゃなくて、やはり、こうやって前向きにやっていただける

のなら小学校のほうでも、地方ではもう既に小学校の朝食提供ってあるんですけど、今後、

もう今は難しいのは分かるんですけど、ちょっとそういうところも踏まえながら、はい、

やりましたというだけじゃなくて、子どもたちにとって、要は保護者目線、子ども目線で、

どうすればいいのか。 

 やっぱり、おなかすいちゃいますよ。その後、学校内学童だと夜７時までいて、給食と、

もうおやつが出る程度。そういう場で、朝、もうしっかりお食事を取らせてあげて、家で

取ればいいという話もあるんでしょうけど、ただ、やっぱりね、おなか減る子、いるんで

すよ。で、給食の奪い合いとかって、ちょっとうわさで聞いたりもするんで、そうならな

いように。ちょっと今のは一例ですけど、ちょっとそういうお考えもお願いできますか。 

○加藤子ども総務課長 現在、朝食を出しているところについては、品川区さんが４０校

ある中の３校でこの朝の居場所についてやられていて、３校、その３校は給食なのか、聞

いている話では菓子パンとかそういうものだというふうには聞いてございますが、そうい

うのを出しているというふうに聞いてございます。 

 ちょっとそういったものを参考にしながら、何がどこまでできるか、まさしく持続可能

に何ができるのかというところを、もう少し、ちょっと時間を置かせていただいて、検討

のほうはしてまいりたいと思います。 

○西岡委員 ぜひお願いします。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 えごし副委員長。 

○えごし副委員長 すみません、先ほど役割の話で、学校と行政側と、とありましたけれ

ども、従事者の役割も改めて教えていただいてもよろしいですか。やること、従事者がや

ること。はい。 

○加藤子ども総務課長 基本的には二つあると思っております。大きく、校門のところで

子どもたちを迎えて、人数を確認するということが一つ。それと、もう一つが校庭ないし

雨天時の集合場所についてアテンドをすること、その２点が大きくあるかなと思います。

それ以外は事前の準備、後片づけ、施錠につきましてはもうできている、開け閉めがちゃ

んと学校側のほうの職員でできているということが今回前提で実施をしますので、そちら

のほうは、この有償ボランティアは携わらない形で考えております。 

○えごし副委員長 開錠するのも、違う、学校側でしたっけ、そうですね、すみません。 

 あと、最後一つ、この実施場所なんですけれども、基本的に校庭ということで、雨天時

はこういう形で、中の体育館とか図書室でやっていただいています。今、最近やっぱり雨

天以外でも猛暑とか、あと、冬だったら寒さとかが厳しい中、子どもなんでね、遊ぶのは



令和 7年 9月29日 文教福祉委員会（未定稿） 

 ２１ 

大丈夫かなとは思うんですけど、でも、やっぱり中には、かなり猛暑になってくると、や

っぱり危なかったり、寒過ぎる、寒さに弱い子もいると思うので、そういうときにも例え

ば、何か使えるよとか、そういうのは検討はいかがでしょうか。 

○加藤子ども総務課長 今回のは１０月からの実施ということなので、来年度に向けてと

いうことだと、夏につきましては来年度かなとは思いますが、暑さ指数がやはり基準値以

上ですと、やっぱり今回の雨天時の実施場所と同様になるかなというふうに思っています。 

 寒さにつきましては、これも、ちょっと学校側のほうと相談なんですが、この場所が使

えるのであれば、この雨天時の実施場所のほうで実施をしていくといったところも、これ

も少し回数を経て、課題等を洗い出した上で、どういうふうにするのか考えさせていただ

きたいと思います。 

○えごし副委員長 検討いただきたいと思います。 

 あと、やっぱり遊んでいて、ちょっと体調悪くなった子とか、少し休めるスペースとい

うのも考えておいていただく、ちょっと座れるスペースとかですね、休めるスペースも、

ぜひこの各校で検討できるように進めていただきたいと思います。 

○加藤子ども総務課長 大体約３０分程度の活動でありますが、やはり休憩スペース、ま

た、どこか少し休める場所といったところが必要かなとも思いますので、そちらも併せて

検討のほうをさせていただきたいと思います。 

○池田委員長 ほか、よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 それでは、（１）子どもの朝活プログラムの試行実施についての質疑を終

了いたします。 

 次に、（２）和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備について、

理事者からの説明を求めます。 

○川崎子ども施設課長 それでは、教育委員会資料３に基づきまして、和泉小学校・いず

みこども園等施設と和泉公園との一体的整備についてご説明させていただきます。 

 本整備につきましては、これまで、公共施設調査・整備特別委員会のほうでご報告をさ

せていただいております。本委員会で、改めてまた説明をさせていただきますので、少し

前提から含めて、おさらいの意味で説明をさせていただきます。 

 項番１、公園敷地との入れ替え・一体的整備。竣工から３８年が経過し、老朽化の課題

がある和泉小学校・いずみこども園等施設（ちよだパークサイドプラザ）については、小

学校・こども園の機能継続の観点から、隣接する和泉公園敷地への移転建替えに向けて取

り組んでおります。 

 項番２、地域との検討。移転建替えには和泉公園の都市計画変更が必要なため、公園か

らの視点を検討に加え、公園を含めた全体の機能が向上するよう、以下により地域からの

ご意見を伺いながら検討を進めております。 

 一つ目、和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備に向けた検討会、

こちらは、施設・地域・隣接の関係者、及び学識経験者と区による検討の会議体でござい

ます。１回目は昨年の１１月、２回目は本年に入りますが３月、第３回目が今月ですね、

開催させていただいております。 

 二つ目としまして、周辺の町会等への個別ヒアリング、こちらは主に昨年の１２月から
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今年の春前辺りにかけて、個別の町会様や、または地域で活動されています団体様のほう

にヒアリングに行かせていただいております。 

 三つ目、オープンハウス型地域説明会、こちらは２日間を設定しまして、その間、地域

の方に自由に来ていただく会でございます。２月に開催させていただきました。 

 四つ目、小学校の児童の方への公園の整備に向けてのアンケート調査、こちらもさせて

いただいております。 

 項番３、現在の検討状況でございます。昨年度までの検討において、公園と学校敷地の

入れ替えを進めても良いとする意見が代表的であることを確認できました。そのため、本

年度は公園と施設が隣接していることを活かした一体的利用の内容も含めた整備構想の策

定を目指しております。 

 現在の検討状況は、２枚目になります資料３－２、和泉小学校・いずみこども園等施設

と和泉公園との一体的整備構想（骨子案）のところにまとめております。 

 それでは、骨子案のほうに少しページを進めていただいてよろしいでしょうか。資料の

３－２の骨子案でございます。かいつまんでご説明をさせていただきます。 

 先ほどの説明の繰り返しにはなりますが、図も入れておりますので、少し分かりやすく

なっているかと思います。 

 まず、現況でございます。１枚目の資料の左側でございます、現況でございます。 

 現況は、ご案内のとおり東側に和泉公園、西側に和泉小学校がございます。ここで図に

示しておりますように少しポイントとなりますのが、現在、和泉公園のいわゆる公園敷地

の上に、和泉小学校の校庭を少し築造させていただいております。そういう状況でござい

ます。ただ、都市計画公園としましては、現在、広く皆さんに共有いただいています公園

の４,０００平米に加え、先ほどの、実際は校庭として使わせていただいております６０

０平米を加えた４,６００平米が都市計画の公園でございます。 

 一つ下に下りていただきまして、そちらを東西、右左ですね、入れ替えさせていただく

のが今回の一体的整備でございます。 

 その結果、和泉小学校の敷地、あと公園の敷地、これは従前の面積が入れ替わるだけで

すので、新しい和泉小学校は、当然、従前どおりの面積の中に建てることになります。そ

うしますと、現状より校庭が相当狭くなるという状況がありますので、実はこの間、昨年

もそうですし、その前の年度から、そういったところをいかにして解決して、校庭もしっ

かり大きさを取って、また、もちろん利用者属性が異なります公園の機能もしっかり確保

できるのかと検討してまいりました。主に昨年度は、隣接区でも事例があるんですが、同

じ場所を、例えば日中は小学校が使いまして、夕方や土日は校庭が使うと、同じ場所をタ

イムシェアすると、そういった案を一つ軸に検討してまいりました。 

 ただ、この間、先ほども説明させていただきましたように地域との検討やオープンハウ

ス、個別ヒアリングの中で、やはり学校のセキュリティーというところが非常に気になる

というお話を頂きまして、私どものほうでもそれは、なるほどそういうことだろうという

ことで、さらにどんなアイデアがないかと、検討会を通じて検討してまいりました。それ

が、この１枚目左の下にあります人工地盤校庭パターンというところになってございます。 

 １枚目の右側に移らせていただきます。施設の整備イメージ、こちらで少し大きく出て

いますので見ていただきますと、公園敷地といわゆる学校の建物敷地、このラインという
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のは一つあります。ただ、そこの中間領域のところを、この図にありますように人工地盤

の上は校庭で使って、ある意味、１階レベルというか公園面のところは、下のところは公

園としてしっかりと使っていただくと、そういった形で、今、検討を進めているところで

ございます。 

 今、この１枚目の右の辺りに、建物の中の学校やこども園、こどもプラザの配置をある

程度入れさせてはいただいておりますが、ここら辺の内容を決めていくのは、さらに今、

基本構想というのを検討しておりますが、その先の基本計画の中で固めていくところでご

ざいます。ただ、そういった建物の諸機能が確かに入るようになっているのかというのを

確認しながらでないと、この公園と学校敷地の入れ替えも含めて、ここは絵に描いた餅に

なってしまうところがありますので、また、中身の検討も同時並行で進めているところで

ございます。 

 それでは、骨子案、２枚目、裏を見ていただければと思います。 

 ここは大きな表題で、敷地の入れ替えによる効果等とまとめさせていただいております。 

 一つは、先ほど来お話ししておりますが、和泉公園というのは都市計画公園になってご

ざいますので、この入れ替えを実現するためには都市計画の変更が必要になります。そう

いったところで、まず現行の都市計画がどういう状況になっているのかを図示させていた

だいております。都市計画的には、少しまた別の地区関係になりますが、中高層階住居専

用地区というのもかかっているエリアでございます。 

 それを、２枚目の左側の下にありますように都市計画変更した場合には、単純に右と左

が入れ替わるに加えまして、今まで和泉公園は少し不整形だったところを、真っすぐな形

で入れ替えさせていただいています。こうした都市計画の変更が必要になってまいります。 

 で、2枚目の中盤及び右側に一つ、敷地の入れ替えによる効果を幾つか書かせていただ

いております。先ほどの説明にもさせていただきましたが、公園と校庭の立体的な配置に

よる空間の創出でございます。立体的な整備により、公園と校庭の必要面積の確保が可能

となります。校庭として利用する人工地盤を、公園施設である屋根付広場、共用施設（図

書室等）として整備するとともに、施設敷地側にもその機能を拡張させ、公園自体の利用

や活動の活性化の促進と公園等の施設の立体性を創出、こういったところの効果があるも

のと考えております。 

 その右のほうに、より利用しやすい公園の実現、今回の整備に当たりまして、公園の利

用者の動線やアクティビティといったところを昨年冬に調査させていただいております。

そうした中で、いわゆる病院様から抜けて、北側抜ける通り抜け動線や、あとはどちらの

方面、いわゆる東側か西側か、浅草橋側からか神田・秋葉原側か、どちらから人の流れが

多いのか、そういったものも調べさせていただいているところです。 

 結果としましては、主に西側から公園にアプローチされる方も多いところがあります。

そういった面でいいますと、今回、公園の位置が右左、東西で入れ替わりまして、若干西

側に移りますが、それによって特段大きな支障はないのだろうと。加えまして、引き続き

通り抜け動線というのは確保していく予定でございますので、支障がないんだろうという

ところを考えております。 

 このボックス四つの次は真ん中の下のところです、風環境の改善。この間、地域と意見

交換をしたりヒアリングしている中では、和泉公園が現状、いわゆる風が強いときに、い
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わゆるビル風ですね、風が強調されて強く吹くときがまあまああると。その場合には、い

ろいろ風が強く吹いて、石ころが当たったりとか、もう痛いぐらいですというような話を

多々聞いております。これは、当然、現状の和泉公園の周りが、高層の建物が切り立って

建っていることが原因でございます。今回、施設が東西に入れ替わることで、結果的に、

そこの吹きおろしを少し低減する形にもなりますので、新しくできる、西側に移った和泉

公園のほうの風環境は、今の和泉公園よりかは改善するだろうというところがございます。

もちろん、風環境の改善のために敷地を入れ替えるわけではございません。 

 ボックスの一番右下のところですが、公園誘致距離内のエリアの拡大と、和泉公園は、

先ほど来ご説明させていただいていますように都市計画で決められている公園でございま

す。ジャンルとしましては街区公園というグループになりまして、現在、明確に国の都市

公園法の基準の中では明記はないんですが、従来から２５０メートルが誘致距離と言われ

ておるところがございます。いわゆる２５０メートルの範囲の方々に使っていただくよう

なことが一つの想定となっている公園でございます。 

 今回、少し西側に移りますが、それによって特段、移る距離も短いところもありますの

で、いわゆる２５０メートルの範囲から外れるエリアが増えるということではなく、むし

ろ、少し空白だったところが補われる面もありますので、少し西側に移るということは、

それほど大きな支障ではないのではないかと、そういったところをこの間整理してきたと

ころでございます。 

 それでは、１枚目に戻らせていただきます。 

 項番３の最後のところでございます。今のご説明をさせていただいたところが整備構想

の骨子なんですが、その整備構想を前提とした、先ほどの骨子の１ページ目の建物の断面

図にありますように、実際の建物の中にどういった機能を配置していくのか、また、ボリ

ュームが入るのかと、そういった基本計画的な検討も並行して進めております。 

 本日、詳細な説明は割愛させていただきますが、資料２、参考として、先日、９月に検

討会で議論した際の資料をつけさせていただいております。その中には、先ほど説明した

骨子案より少し踏み込んだ、いろいろな建物のパターンが出ております。これは構想が決

まった後も引き続き検討していく内容ではございますが、そういったところも並行して進

めながら、逆に構想の実現性を高めていきたいと思い、進めておるところでございます。 

 最後に項番４番、今後の予定でございます。ちょっと逆算的な話で申し訳ありませんが、

今後の予定の、まず最後のところですね、本年度につきまして、令和８年３月に都市計画

の変更を行いたいと今は考えております。そこから遡る形になりますが、そういう大きな、

公園と敷地の入れ替えという大きな方針について、いきなり都市計画で議論する前に、ま

ず、こういった先ほど説明した骨子案について区として固める。もちろん、その前段では

パブリックコメントもすると。さらには、そのパブリックコメントに先立って、もう一度

オープンハウス型説明会をすると、そういう形で進めようと思っております。 

 ご説明は以上でございます。 

○池田委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○牛尾委員 ようやく、ようやくようやく進みそうな感じということで、本当に時間がか

かったというふうに思います。 

 ただ、幾つかあるんですけれども、この整備構想を見ると、これ、今ある和泉のプラザ
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全体の機能が、これ、減るということなんですかね、図書館なり、ちょっとありますよね。 

○川崎子ども施設課長 ご指摘ありがとうございます。この図で、少し分かりにくくて申

し訳ございませんでした。現時点では、機能を減らすというのは特段考えておりません。

むしろ、面積としましては従前より大きく、骨子のところに、既存と想定面積というのを

入れさせていただいておりますが、既存が、この１１,４００平米ほどでございます。そ

れに対しまして想定面積、今回、この絵に描いておりますのが１６,５００ですね。 

 ただ、これは和泉小・こども園と施設の建て替えの一つの要請でございます、現在、少

し狭いというか、あと、この和泉橋出張所エリアの人口の将来推計を見ますと、千代田区

の中でも、まだ増えているエリアという想定があります。現時点で、和泉小学校の教室が

パンクしているわけではございませんが、今も、ほんの少し余裕分は設けておりますが、

この建て替えが実現しましたら、当然６０年、もっと言いますと、可能であれば８０年ぐ

らい使っていくことでいいますと、今後の人口のピークを見据えた規模に今設定している

ところがありまして、まず、小学校が大きくなっています。そういったところもありまし

て、先ほどの既存の１万１,４５４に対して１万６,５００と。従前、一昨年辺りまで１万

５,０００と説明させていただいたところなんですが、さらに増えていますのが先ほどの

人工地盤のところで、公園とまたがる領域に少し、その地域の方でも使えるような施設を

入れていったり、そういう機能増加も含めて入れておるところです。 

 で、今ご指摘の、現在の施設の機能としましては、繰り返しですが、小学校、こども園、

児童館的機能、そこにあとパークサイドと言われている機能があります。そのパークサイ

ドと言われている機能は、実際は貸し館です。最上階にある貸館と、あと区民図書室とい

うのがございます。図書館法に基づくものではないので、こども部のほうで扱わせていた

だいておりますが、実際は地域の図書館的なところ、そういった機能は、今この案にはな

るべく入れようとしております。 

 ただ、先ほど申しましたように小学校で教室が足りなくなるということがないように、

少し多めに取っている都合、今後、詳細な検討の中では、この貸し館機能ですね、貸し会

議室のところは、どういった形で、その常設で設けるのか、少し、その学校が使っていな

い夜の時間に、ある部屋を使うのかというのは考えていきたいと思います。 

 当然、容積率的にはまだ余裕があるんですが、この間、ずっと特別委員会でもご報告さ

せていただいておりますが、真北に病院がございます。こちらの病院は地域の方も使われ

ている非常に大事な病院ですし、災害時に協力していただく病院でもございます。そちら

のいわゆる入院棟が真ん中から上辺りから出てきますので、実は、この計画の中では、な

るべく入院棟のところに建物が出てこないように、少し抑えながら計画しているというと

ころもございます。 

 ちょっと取り留めのない説明になりましたが、以上でございます。 

○牛尾委員 分かりました。あそこは様々な機能があって、図書室もありますよね。ただ、

和泉小学校は、現在、図書室がないんですよね、あそこ、廊下に本があるだけで。だから、

ほかの小学校みたいに、まちかどと学校図書室が一体化したところがありますよね。ああ

いった考えも取り入れていただければなというふうに思います。 

 あと、この公園と入れ替えというのは、もうそれが一番現実的な話なんですけれども、

その公園を入れ替えた場合、例えば、その公園のどっち側、あれは西、西側になるのか、
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西側というのは道路じゃなくて、今、家がありますよね。公園を移した場合、その家々と

の関係ですよね。出入口なり、例えば公園で子どもが遊ぶと、やっぱり子どもの声という

のはキャーキャーあって、もちろん元気だなと思う反面、なかなかうるさいというお声も

あると。そこについては、いろいろ調整とかはされてはいるんですかね。 

○川崎子ども施設課長 ご指摘ありがとうございます。私どももそこは非常に必要なお話

だと思っておりまして、今度オープンハウスを改めてさせていただきますが、そういった

中でも、少し個別に案内を送るなどして、現在こういうふうに取り組んでいる状況ですよ

というのを、まずお伝えしていこうと思います。 

 そして、実際この公園の中のつくり込みは、どういったしつらえにするのかというのは、

こちらにつきまして大きな構想は、学校敷地と公園敷地の入れ替えと、大枠として、西側

のほうに公園ができていくというところは、まず固めないと、その次の設計等進んでいか

ないところですが、ただ、具体的にどういった公園施設をつくり込んだりということで言

うと、先ほども個別の説明は割愛させていただきましたが、参考につけさせていただいて

います検討会の資料では、公園につきましてもいろんなことがまだ考えられます。 

 加えまして、先に学校を建ててから公園の整備をしますので、公園の設計自体は、まだ

何年も先の時点で、改めてしっかりとしていくことになりますので、そうした中で、新た

に公園に隣接される方になる、お住まいの方や、場合によっては、その地権者の方にもし

っかり現在の状況を説明しつつ、いよいよその設計が進んでいく段階については、当然、

打合せ等をしていくことになろうと思います。 

 ただ、今後、公園の設計になりますので、私ども子ども部のほうで直接設計するという

形にはならないかもしれませんが、現時点では、この公園と学校敷地の入れ替えは子ども

部だけでできることではありませんので、部局横断的な庁内検討会を設けたり、公園に関

する部会を設けて、公園管理者や都市計画を決定している部署と連携しながら今進めてお

りますので、今ご指摘がありましたように、いよいよ中身が決まっていく段階、または、

こういう大枠が決まる段階で、しっかりと隣接の方にも情報提供していきたいと思います。 

○牛尾委員 あと二つほど大きな質問をしたいんですけれども、その際、やっぱり公園、

学校のほうは、ちゃんと協議会をつくって、まちの方の、あとは学校側の関係者も入れて

やっていくと思うんですけれども、やっぱり公園についても、やっぱり地域の方が利用す

る、もちろん学校も利用するということで、やはり錦華公園では協議会をつくって、何回

も話し合って、本当にいい公園になりましたよね。やっぱりああいうふうな感じで、町の

方々の声を十分取り入れて公園整備していくということについては、環まちの人がなるか

もしれませんけれど、一緒に話し合ってやっていただきたいなというのがまず一つと。 

 もう一つは、協議会の説明資料の中で、この佐久間学校通り側に１５メートルセットバ

ックとあるじゃないですか。このセットバックを、ちょっと説明いただきたいんですけど。 

○川崎子ども施設課長 先ほどの協議会形式、確かにご指摘のとおりでございまして、ち

ょっと繰り返しになりますが、具体的な設計なりつくり込みが確定していく段には、当然

これは環境まちづくり部さんのほうにはなると思いますが、東郷公園だとか錦華公園と同

じように、そういう地元と議論しながらになってこようかと思います。 

 ただ、今、子ども部のほうで少し任せていただいております大きな構想段階でも、やは

り同じでございます。学校のご意見だけ聞いてというわけにいきませんので、先ほど少し
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説明させていただきましたが、昨年度からは、学校関係者以外に少し地域の代表というこ

とで地元の町会の方や、あと、この公園を利用されている、代替公園で使われている民間

保育園の方、そういう公園利用者の方も、今の検討会の構成メンバーに入っていただいて

おります。 

 ２点目、２点目が。 

○牛尾委員 セットバック。 

○川崎子ども施設課長 ２点目のところは、これはあれでしょうか、骨子案の１ページ目

に書いてあるところでよろしかったでしょうか。 

○牛尾委員 はい。 

○川崎子ども施設課長 こちらは、先ほどのご指摘の公園に隣接する方に、要するに環境

が変わったところについてしっかりアナウンスしたり、または協議が必要ですよねという

ところに関連しまして、西側のところは、もちろん直接に隣接しているところですが、南

側も同じかと考えております。南側のブロック、道路を挟んで南側のブロックの方々も、

今まで目の前が公園だったところに建物が出てくるという状況が変わります。 

 加えまして、少し、公園なのか宅地なのかで、いわゆる都市計画や建築基準法のルール

も変わってくるところもございます。そういったところもありまして、従前と同じような

土地利用ができるように、建物側でそこは１０メートルほど、１０メートル弱になるかも

しれませんが、建物は建てずに、広いオープンスペースにしていこうと、そういう形で配

置しているものでございます。 

○牛尾委員 なるほど、つまり１０メートルの空地をつくるということですよね、今、和

泉公園のトイレとかあるのは、あるところが広場になるというか。あそこは道路整備した

じゃないですか。そこで以前の車道より狭くなってしまって、非常に車がね、例えばバス

なんかが連続的に止まっちゃうと渋滞を起こすぐらい狭くなっちゃったわけです、それで

も歩道は要るんですけれど。そういったところの変更というのは考えられるんですかね。 

○川崎子ども施設課長 現在、頂いたご指摘に対する切り口というか視点は、今、私ども

持っていなかったんですが、まず、先ほどの説明の繰り返しですが、このセットバックと

いうんでしょうかね、建物の空間を空けているところは、いわゆる歩道状空地にするとい

うことを決めているわけではなく、もう少し具体的に言いますと道路斜線制限とか、そう

いったものに関わるところですので、建物は建てないと。場合によっては少し園庭で使う

かもしれませんし、施設の利用の方の駐輪スペースに使ったり、または小学校が、今この

案ですと、まず階段で人工地盤に上がっていきますので、階段を下りたらいきなり道路と

か、歩道上になってしまうと危ないので、そういったたまり空間ということで、今現時点

では、空間は空けていますけど、あくまで施設なり、少し公園的に使う空間として、また

植栽を植えたりというのをちょっと考えておりまして、今ご指摘のその目の前の道路の、

いわゆるその車道だ、歩道だというその線形自体を、こちらの建物側で補おうというのは

今少し考えております。 

 ただ、そういう渋滞とかの状況が、道路管理者のほうでどれくらい課題認識を持ってい

るのかというのは、今頂いたご指摘を踏まえて、引き続き確認していきたいと思います。 

○池田委員長 はい。どうぞ、小枝委員。 

○小枝委員 非常に、今まで聞いてきた公共施設づくりの中では、極めて、何というか、
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よい段取りの仕方をしているなということで、感心しながら聞いていました。しかし、そ

の時間がかかっている、あるいはこれからどうしていくかというところで、ちょっと気に

なることが一、二点あるので、まとめて言っておきます。ここだけで答えられないことも

あるかもしれないんですけども。 

 まず、どういうふうにこれを参加型でやっていくかといったときに、先ほど錦華公園の

事例がありましたけれども、私、錦華公園は本当に子ども参加で頑張ってやったんですけ

ど、問題はこの学校施設、この説明書の中ではプライベート空間とパブリック空間で分け

ているんですけれども、これ、一体的に、やっぱりデザインしたほうがいいというふうな

ことなんですね。その一体的にデザインをできる限りしていって、ここの場合は、もう一

つポンプ場もあるわけだから、地域全体をこの見える化していく必要があるだろうと、切

らないほうがいいだろうと。そのためには、専門家の中でも一番大事なのはファシリテー

ター、それからデザイナー、それで模型を作る。それで、模型は作ったきりではなくて、

変化させていくんですよ、意見を聞きながら。場所とか植栽とか建て方とか。そういうふ

うなテーブルのつくり方が非常に重要で、切らないほうがいいんじゃないかということは

一応投げておきます。 

 それと、あと公園敷地の下のほうですね、これ、今考えているのがプールと体育館の両

方とも地下に入れようみたいな感じに描かれているんだけれども、苦肉の策とは思います

が、例えば公園敷地、都市計画決定した後に、その公園側の地下空間を一部利用すること

ができれば、相当楽になるんじゃないかと。いろいろ規制はあるとは思うんですけれども、

もっと言えば、もしかすると公園側から地下に入っていくような導入路があると、地域開

放したときに非常にいい場合もあると、あるいは災害時にもいい場合があるとか。そうい

うことを、段取りを踏みながら考えていったほうがいいんじゃないかと。 

 結果的に、全体としてバランスのよい、本当に、どうしても千代田区の公共施設という

のは威厳型というか、いかついんですよね。そうじゃなくて、やっぱり子どもたちにとっ

て居心地のいい空間であるということに相当こだわっていく必要があるんじゃないかとい

うふうに思うので、そこら辺を、いろんな角度からの気づきを言えるような仕立てをして

いくのに、今ここまで、風の道まで考えている、こういうね、コンサルが優秀なのか、課

長が優秀なのか、多分両方だと思いますけれども、ぜひ安心しないで、これまでのよかっ

たことは引き継ぎ、失敗だったなと私たちなんかが感じていることは、ぜひ聞いていただ

きながら進めていただけたらと思います。 

 以上です。 

○川崎子ども施設課長 ご指摘ありがとうございます。私どもまさに同じ視点を持ってお

りまして、特に今回、公園の入れ替えというところです。ざっくばらんに言いますと、学

校のために公園がというところが正直あります。ただ、結果として、公園も学校もウィ

ン・ウィンになるように、そういう将来のいい姿を見せて、そこに進んでいこうとするし

かない。そうでなければ、利用者属性がそもそも違いますので、学校の利用者と公園の利

用者はかぶっているところはありますが、違うところもあると。ですから、公園にとって

もいい要素がないといけないというのは思っております。 

 その視点で、先ほども話しましたように検討会に地域の方に入っていただいたり、実は、

その模型というのも、オープンハウスに来ていただいた方はご案内かもしれませんが、結
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構作っています。今回、オープンハウス型説明会を１９日日曜日と２０日月曜日に開きま

す。できればポスティングさせていただいて、チラシも皆様にお配りさせていただきたい

んですが、ぜひ来ていただいて、いろんな意見を頂いて、そこでいろいろ、意見を頂けれ

ば頂くほど、全部が採用はもちろんできませんが、その優先順位とか、取捨選択の目安に

もなりますので、させていただきたいと思います。そこは引き続き、参加型でやっていく

つもりでございます。 

 もう一つ、一つのアイデアとして公園の下なんかも使ったらいいんじゃないかというの

は、私たちのコンサルも含めて、検討の中に当然出てきます。というのが、ボリュームが、

先ほどの話のとおり病院のほうに配慮したいと思っておりますので、配慮しなければいけ

ないというわけではないですが、当然、公共として、災害時にも協力いただいている病院

様ですし、地域の方も使われている、入院される病院ですから、そこは配慮していくと。 

 そうすると、頭が抑えられますし、あと、地下も掘れば幾らでも掘ってもいいというわ

けではいかないと思うんですね。これまでの施設の例を見ても、掘る量によって工事期間

と金額が変わりますので。そういう形で公園の下も使ったほうがいいんじゃないかという

のも結構スタディしているんですが、参考までにスケジュールを、参考資料の最後のほう

に載せております。結構時間がかかるんですよ。長い時間、公園が閉鎖されます。そうし

た中で、さらに公園の下にプールを造ったりとかしていくと、あの公園が再開される時期

がどんどん、どんどん先になりそうだというところで、今の時点では、あえて、この公園

にも今のパークサイドプラザを解体・除却しなければ、あの公園は復活しないんですけど

も、そこから先に、またそこで新たな建設行為とするのは、ちょっと、その公園の再開の

時期からすると難しいのかなと今は考えておりまして、何とか、その新しい施設のほうに

ちょっと集約しているという状況でございます。 

 ただ、もちろん、基本計画は今並行して検討していますので、引き続きベターなものは

考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○池田委員長 ふかみ委員。 

○ふかみ委員 ご説明ありがとうございます。 

 資料３－１なんですけれども、２の地域との検討のところなんですが、毎回検討された

ときに議事録等出ていると思うんですけれども、区民の方々からのご意見をまとめて見ら

れるようなところって、あるんでしょうか。 

○川崎子ども施設課長 はい、ございます。今、区で、この和泉整備に関してのホームペ

ージの、ウェブ上のページを立ち上げております、区のトップページからもちろん入れる

ところに。そちらに、今お話がありました各検討会での議事概要、あと、オープンハウス

や個別ヒアリングの実施状況、また、そこで頂いた意見、今度開きますオープンハウスの

案内のチラシ、こういったものを一覧で載せております。 

 加えまして、広報的なことで言いますと、今度のオープンハウスは区の広報紙にも少し

案内を載せようと思っております。 

 ご説明は以上でございます。 

○ふかみ委員 ありがとうございます。 

 もう一点ご質問させていただければと思うんですけれども、先ほどの参考資料のところ
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のスケジュールなんですけれども、先日、暫定活用財産についてご質問させていただいた

んですけれども、代替施設、代替用地の確保と段取りなんですけれども、このスケジュー

ルの中でどのポイントになりますか、どの項目になるか教えていただければと思います。 

○川崎子ども施設課長 今回の和泉整備につきましては、少し繰り返しにはなりますが、

仮の施設を通常は小学校などの建て替えの際には、プレハブの校舎をどこかに建てて、郊

外の普通の学校でしたら校庭に建てて、そこに数年間引っ越しして、もともとある校舎を

建て替えして戻るということでございます。千代田区ですと、その、学校の敷地内にプレ

ハブを建てる場所もなかなかないので、過去、九段小にしてもお茶の水小学校にしても、

先ほどお話しの暫定活用財産と言われている旧九段中を仮校舎で使ったりしておりました。 

 ただ、今回は、隣の和泉公園の場所にいきなり新しいのを造って。ですので、もちろん

授業を受けながら隣で工事をしていたり、または引っ越しした後に、今のパークサイドを

壊したりするので、学校の授業には音や騒音の影響はあろうかと思いますが、ただ、仮校

舎で5、6年、５年近く、場合によっては６年ぐらい、ずっと仮校舎のままで新しいとこ

ろへ行けないということにならないようにしているところでございますので、先ほどご指

摘の暫定活用財産を使うという前提にはなっておりません。 

○池田委員長 はい。よろしいですか。 

○ふかみ委員 はい。 

○池田委員長 はい。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。それでは、（２）の和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園

との一体的整備についての質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時４７分休憩 

午後 ０時３８分再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 報告事項を続けます。次に、（３）九段中等教育学校における３５人学級の実施につい

て、理事者からの説明を求めます。 

○清水学務課長 それでは、九段中等教育学校における３５人学級の実施につきまして、

教育委員会資料４に基づきましてご報告させていただきます。 

 項番１、概要でございますが、令和８年度からの公立中学校・中等教育学校前期課程に

おける３５人学級の実施に伴い、区立九段中等教育学校の学則に定められている生徒定員

について、各学年４学級１６０人から各学年４学級１４０人に変更するものでございます。 

 なお、後ほどご説明する九段中等教育学校入学等あり方検討会で、多数の関連資料を配

付して検討いたしました。本日、項番２以降でご説明する内容につきましても、検討会資

料をご確認いただけるよう、資料の２ページ、最後となりますが、項番６に参考といたし

まして区のホームページをリンクしておりますので、必要に応じてご参照いただければと

存じます。 

 それでは、項番２、変更に至る経緯についてご説明いたします。 

 初めに、国の動向についてですが、平成２３年に３５人以下学級を推進するため、公立



令和 7年 9月29日 文教福祉委員会（未定稿） 

 ３１ 

小学校１年生の学級編制が４０人から３５人に引き下げられました。その後、令和３年に

は約４０年ぶりに公立小学校の学級編制の標準を一律に引き下げることとなり、学年進行

により、４０人から３５人へ段階的に引き下げる措置が講じられ、令和７年度は６年生が

３５人学級となり、今年度までに小学校の全学年が３５人学級となりました。 

 さらに、２０２６年度からの中学校３５人学級実現に向けた定数改善を図るため、公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正案を２０２６年通常

国会へ提出すると明記された「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」が令和７年６月

に閣議決定されました。 

 次に、東京都についてでございますが、本年７月の本委員会でご報告させていただきま

したとおり、本年６月に東京都教育委員会教育長から、区立中学校、中等教育学校前期課

程において、令和８年度から段階的に３５人学級を実施するため、学級編制を適正に行う

よう通知がございました。 

 この対応といたしまして、都立中等教育学校の令和８年度募集の状況でございますが、

令和８年度東京都立中等教育学校入学者決定に関する実施要綱が東京都のホームページ上

で公表されており、生徒募集人員は１０月発表予定としながらも、令和７年度現在の学級

数で３５人学級となる募集人員を定める予定と記載されているところでございます。 

 次に、九段中等教育学校の成り立ちの部分に触れますが、都立から区立へ九段高校の移

譲に際しましては、同窓会の意見を踏まえて条件整理されました。その中で、活力ある九

段高校の生徒像の維持の観点から、一定の学級規模を確保することなどとして「都立の中

等教育学校と同規模とし、１学年１５０名～１６０名程度とする」ことや「区立と都民の

比率は１：１を目途とする」こととされました。 

 東京都の状況や九段中等教育学校の現状を踏まえて、学級数や定員について検討する中

で、本年８月に開催した「千代田区立九段中等教育学校入学等あり方検討会」においても、

学識経験者だけでなく、同窓会からのご意見を伺うため、九段中等教育学校同窓会理事長

及び九段中等教育学校学校経営評議会会長にも出席していただきました。検討会では、都

立の中等教育学校と同様に、現状の学級数で３５人学級を編制することに伴い、生徒定員

を１６０人から１４０人へ見直す可能性についてもご理解を頂きました。 

 項番３では、検討会での主な意見について記載しております。 

 まず、九段中等教育学校、学校側の意見でございます。まず、現状として、校舎及び校

庭については、授業はもちろん学校行事や部活動を全６学年で工夫しながら運用している

状況であること。施設面において、学級数を増やすこととなった場合に、現校舎内に前

期・後期合わせて普通教室６室を確保することは極めて困難であること。そして、少人数

授業の展開に講義室等を活用しており、学級数を増やす場合は、それに伴い少人数教室も

更に確保する必要があるため、授業展開に支障が生じる可能性があること。これにつきま

しては、校舎の内部情報のため公表しておりませんが、現在の授業での施設の使用状況に

ついて、具体的な図面を提示して説明がございました。また、区民枠と都民枠の割合につ

いては、現状どおり１対１を維持してほしいことなどの意見がございました。 

 次に、同窓会等からのご意見についてですが、法改正の趣旨や３５人学級の実施により、

生徒の学習環境が向上することなどは理解できたとのこと。高い教育水準を維持・向上す

るための、様々な授業カリキュラムや少人数授業展開等を行っており、今でさえ工夫して
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教室を使用している現状においては、新たな教室を確保し、１学年５学級とすることはで

きないということが理解できるということ。また、区民枠と都民枠の割合については、移

譲の条件を誠実に履行してほしいというご要望も頂きました。 

 次に、項番４、規則改正についてでございます。 

 冒頭でもご説明いたしましたが、九段中等教育学校の学級数や生徒定員は、教育委員会

規則「千代田区立九段中等教育学校学則」に定めているものでございます。ここまでご説

明してまいりました経緯や検討会での意見及び学校の現状等を踏まえまして、生徒定員を

１４０名とすることにつきましては、千代田区立九段中等教育学校学則を改正する必要が

ございます。そのため、本年９月９日の教育委員会第１５回定例会でご審議いただき、ご

議決を賜ったところでございます。 

 項番５、今後の予定でございます。 

 「令和８年度九段中等教育学校入学者決定に関する実施要綱」の公表ですが、本年１０

月１日に区ホームページ上で公表の予定でございます。出願期間は令和７年１２月１８日

から令和８年１月１６日まで、適性検査は令和８年２月３日、合格発表は２月９日の予定

でございます。 

 ご報告は以上でございます。 

○池田委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○おのでら委員 検討会での主な意見のところで確認させてください。学校側についても

同窓会等についても、区民枠と都民枠の割合については、現状どおり１対１の移譲を求め

るということなんですけども、こちらの背景、理由というのはいかがなんですか。その移

譲条件を誠実に履行してほしいと。これはどういう理由でこうしてほしいと言っているん

ですかね。一定のレベルの維持なのか、その辺りの背景を教えてください。 

○清水学務課長 移譲のための条件について、東京都のほうで検討会を当時立ち上げまし

て、そこで同窓会からの意見として、九段高校の活力ある生徒というところで、区立にな

りますが、都民も半分程度は、半分半分ですね、１対１をめどとして、都立の生徒を入学

させてほしいというところでございました。 

○おのでら委員 その２０年前の条件を守らないとどうなるんですかね。それを前提に学

校側は続けてほしいと言っているし、同窓会側もそういうふうに言っているということな

んですかね。もう２０年でいろいろ事情も変わっているとは思うんですけども、その辺り

いかがですか。 

○清水学務課長 現在、区立の学校というところで、区としてどういった形で生徒を募集

するか、定員にするかというところで、実際はそこのところは区のほうで検討をして、結

果をどういった形にするかというところの結論を出す必要があるというところで、検討し

てきたところでございますが、東京都にもその辺りのところを確認しておりまして、そこ

はやはりそういった検討会等で意見を聞いた上で、決定していただければよいのではない

かというところで、同窓会のほうからも学校のほうからも、そういった要望というところ

で決定したものでございます。 

○おのでら委員 すみません。ちょっともう一度確認なんですけども、その検討会の中で

１対１にこだわる理由というのは、一番の理由というのはどこにあったんですかね。その

都からの移譲条件だけをただ言っているのか、それとも学生のどういった人が集まってい
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るのかとか、そういったところをすごく重視されているのかとか、その辺のちょっと理由

はよく分からなかったので、教えていただいてよろしいですか。 

○清水学務課長 やはり都立にも中等教育学校５校ございまして、そういったところとの

連携ですとか関係性というところで、学校のほうからは、やはり都民の生徒をというとこ

ろを今まで同様、１対１の割合で入学させてほしいというような意見がございました。 

 一方で、同窓会のほうからは、やはり、そうですね、もともとの九段高校というのが都

立だったというところから、やはり当時、移譲の条件として、１対１というところをやは

り今後もその条件、移譲の際の条件を引き続きそういった形で継続してほしいというもの

でございました。 

 ちょっとお答えになっているか。すみません。 

○池田委員長 ちょっと補足で、教育担当部長。 

○大森教育担当部長 ちょっと補足をさせていただきますと、一つは、学校側としたら、

今はちょっと区民枠、都民枠、倍率が縮まってきましたけども、当初はやっぱり都民枠が

１０何倍とかというすごい競争でした。結果、やっぱり競争が働くんで、入学当時はやっ

ぱり都民枠のほうが学力が高いとかという状況です。ただ、６年の間に、内部生というか、

区民枠の人もどんどん成長します。ただ、総花的に、全体的に、今、都民枠の生徒さんが

学校の学力を底上げしているという認識は、学校としたらございます。ですので、都民枠

を減らさないでほしいという主張だと思います。 

 一方、同窓会としたら、２０年前の都立高校を区に移譲する際に条件をつけられていま

すので、同窓会でも、やはり全都的なメンバーで構成されています。当時の高校とかＯＢ

会もそうです。それを千代田区だけでじゃなくて、やっぱりオール東京で維持してほしい

というのの折り合いの地点が１対１だったというふうに認識しています。 

 それで高校部分を譲り受けているので、それは引き続き、要はお約束ですよねと、約束

なんだから約束は履行してくださいという主張です。 

○池田委員長 おのでら委員。 

○おのでら委員 今、部長おっしゃられたとおり、１０年前の倍率とかを見てみると、例

えば区民枠ですと１ .６倍で、都民枠は１０倍ぐらいになっていると。それが今や区民枠

は２.３倍で、すごい増えて２倍以上になってしまったと。都民枠については３ .６倍まで

落ちている。都民枠については、ほかの都立学校も含めて、どれも低下傾向にあるんです

ね。その２０年前の縛りというか、それをいつまで履行しなくてはいけないのか、そうい

ったところもあると思うんですけど、やはり千代田区として運営しているということもあ

りますので、区民の方で入りたいという方が多い現状を踏まえると、そこは少し若干、今

後見る必要があるんじゃないかな。緩和するのも一つなのかなとは思っているんですね。 

 実際にその移譲条件を見てみると、１対１程度みたいな形が書いて、必ずしも１対１に

しろとは書いていないわけですね。ですので、その辺りは、前年度ですとか過去３年とか

を見て、少し緩和するなり、そういったところでまた学力がどういうふうに底上げされる

のかとか、そういったところを見るのがいいのではないのかなと思うんですが、いかがで

しょうか。 

○大森教育担当部長 ご指摘のとおりで、学校の思いだとか同窓会の思いは、一応受け止

めさせていただいています。 
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 ただ、やはり行政としたら、おっしゃるとおり、区立で、基本的には区の税金で運営し

ています。それをやはり譲り受けるお約束とは言いながら、やっぱり２０年も前ですので、

やっぱりそこは、本当におっしゃるとおりですね、１対１を目途という中で、１ミリも変

えちゃいかんのかというと、そうは私は思っていません。ただ、いきなり、やっぱり議論

があったり話合いがあったりして、そういう合意をしてから変えていかなきゃいけないと

思っています。ですので、ちょっと後ほど議事録を読んでいただくと、私もそういうよう

な主張をちょっとさせていただいているところでございます。 

○おのでら委員 そうですね。給食費無償化の問題もあると思うんですね、無償化してい

るのは都民枠の方も、今、無償化している状態なので、そういった問題もあるので、今後

も検討いただければと思います。 

 あともう一つ、適性検査の日にちなんですけども、次の来年も２月３日ということで、

ほかの都立学校と同じ日にしていると。ここは、以前も質問させていただいて、そのとき

はお答えいただけていなかったと思うんですけれども、何かこういう縛りみたいなところ、

移譲の条件の一つとしてほかの都立学校と同じにしなくてはいけないのか、そうでないの

か。もう前回も申し上げたとおり、２月３日でなくて、ほかの日、２月４日とか５日とか、

後倒しにすることによって、区民の重複受験する方もチャンスが広がりますし、都民の方

についても、ほかの都立学校と同じ試験日でなくなるので、倍率というのが３ .６４から

また上がっていくと。つまり１０年前とか２０年前の状況に倍率が近づいていくのではな

いかと思うんですけど、その辺りいかがでしょうか。 

○大塚九段中等教育学校経営企画室長 今のおのでら委員のご質問でございますが、こち

ら２月３日の適性検査の日にちについてはですね、開校当時、当初から東京都のほうとの

約束事になっておりまして、同日に行うということが、現在も取決めとして有効になって

いるというところでございます。 

 それと、私立学校協会のほうとも東京都のほうが協議をして、それで東京都立も千代田

区立の九段中等も２月３日に適性検査を行うというふうな流れで現在まで来ているところ

でございます。 

○おのでら委員 それはもう、取決めというのは変えることはできなくて、もうそれでや

るしかないということで、今後も行かれるということですよね。 

○大塚九段中等教育学校経営企画室長 現在のところ、その約束事は有効でございますが、

必ずですね、今後も未来永劫にその縛りがあるかというと、そこは協議する余地はあろう

かと認識しております。 

○おのでら委員 都立学校の人気ですとか、あるいはほかの中学受験の状況とか、そうい

うのいろいろあると思いますので、その辺り勘案いただきながらご検討いただければと思

いますが、いかがでしょうか。 

○大塚九段中等教育学校経営企画室長 そちら、ただいまのご指摘につきましては、今後、

東京都の教育委員会などとも情報共有、交換をしながら、検討課題として受け止めさせて

いただきたいと思います。 

○池田委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 まず、単純な質問なんですけれども、１対１と言いますけど、３５人だと１

対１にならないですよね。ここは例えば３４にするとか３６にするとか、そういった検討
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というのはされなかった。 

○大森教育担当部長 １クラス３５人学級で４クラスあるんで、１４０人です。ですので、

７０人、７０人の１対１です。 

○牛尾委員 ７０人。はい、失礼しました。 

 あと、検討会の主な意見ということでは、学校、同窓会もこのような意見が出ています

けれども、おおむね１クラス３５にするということは、もう学校側も同窓会側も、もう賛

同されているということでよろしいですか。 

○清水学務課長 この３５人学級の実施については、今ご説明したとおり、国の方針であ

ったり都の方針も含めてご説明したところ、ご理解いただけたというところでございます。 

○牛尾委員 あと、いま一つ、保護者、ＰＡとかおやじの会もありますよね。そういった

ところについては、説明とかされたりは、されているんですか、それとも、いかがですか。 

○清水学務課長 保護者というのは、現在の中学校、中等教育学校に在籍する保護者に対

してということであれば、まだ今の段階では法改正がこれからでございますし、今のとこ

ろ、まだご説明というのはしていない状況でございます。 

○大森教育担当部長 保護者全般には、今後、学校側から説明あるかと思いますが、例え

ばＰＡに関しては、ＰＡの会長さんが学校経営評議会のメンバーです。ＰＡの会長さんの

いる学校経営評議会で説明をさせてもらったり、ＰＡの会長じゃないですけど、学校経営

評議会の会長に検討会に出席していただいているんで、組織としたら、学校、ＰＡの会長

を含んだ学校経営評議会にはご理解いただいているものというふうに捉えております。 

○池田委員長 はい。 

 ほかはいかがですか。 

○小枝委員 私も基本的な方向はそうなんだろうとは思うんですけれども、私がはっと思

いましたのは、令和６年に男女枠を撤廃したというときに、私は結構こっぴどく言われた

件がありました。何かというと、男子の親なんですね。それも何か、発表が１０月１日と

かすごいぎりぎりだったらしくて、結局、子どもたちってどこの学校に行こうかというと

きに、塾の行き方まで変わるわけなんですよね。そうすると、何年も前から九段中等を狙

っている子どもたちは、九段中等の、いいかどうかは別にして、そこに向かって夢を描い

ているのに、急にそうされたときに、やっぱり向かうモチベーションがぐっと下がるらし

いんですね。気の毒だなというふうに思って、結果どうだったかはちょっと聞いていない

んですけど、そういう子どもの心理を考えると、何らかの方法でクッションというか、移

行のやり方についての工夫が必要だと。 

 都民枠と言った場合は、それほどのインパクトはないかもしれないけど、区民枠と言っ

たときに、やっぱり分かっちゃうわけですよね。そこら辺の、結局、周知が結局今頃であ

ったりとかということを考えると、これでたったとやってしまうのは、若干、区民、ここ

に希望を抱いて、一生懸命４年生辺りから勉強してきている子にとっては、冷や汗ものだ

ろうというか、親にとっても切ないなというふうな思いがあるので、そこは何らかの経過

措置でもいいので、配慮がやっぱり必要なんじゃないかと。ＰＡの代表がいます、○○は

知っていますという話だけじゃなくて、やっぱり生身の子どもたちの現段階の心理という

ことや親御さんの心理を考えると急激過ぎるのではないかというのは、とても、たかが中

学というふうにはならないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうかね。 
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 工夫の仕方、どういう工夫があるのか、行政側に私も立ってみないと分からないんです

けれども、できるだけ、ない、マイナスインパクトを減らすという工夫ですよね。だから、

長期的には１対１にするが、今、移行期は少し緩和させてくれとか、うん、何かちょっと

今瞬間的には分かりませんけれども、一般的にはよかろうと思われる男女枠でさえ、ああ

いう苦情に行き当たった私としては、何となくそれと今の状況はもう少し深刻だなという

ふうに思ったということは伝えておきたいと思います。いかがでしょうか。 

○清水学務課長 東京都のほうでも、募集要項のところに、決定という形ではないですけ

れども、募集人員を３５人学級で同じ学級数ということですと、募集人員が減るという形

の予告といいますか、そういったことをしておりまして、区のほうでも、九段中等教育学

校の入学者決定に関する実施要綱というのをホームページ上に、通常１０月上旬にアップ

しているんですけれども、ちょっと早い段階で、決定ではないところですので、東京都と

同じように、３５人学級で同じ学級数になる募集人員を定める予定ですというのは、ホー

ムページ上では周知しているところでございますが、そこが十分ではないということもあ

るかもしれませんが、こういった形で周知するところが精いっぱいといいますか、まだ決

定していない段階でしたので、そういった形で周知してきたところでございます。 

○小枝委員 区のほうが何かサボっているということを言っているのではなくて、東京都

も広報していたから、何だろう、予測可能でしょうということをおっしゃったのかな。あ

とは、区のほうも少し早めにホームページには出したんですということをおっしゃったの

かな。と、保護者宛て、学校見学会って、もう８月とか９月にやっているじゃないですか。

ちょっと今、直近が分からないけれども。だから、それこそ熱心な親御さんはどうなのか

なと。区が大丈夫ですと言うんだったらば大丈夫なんでしょうけれども、ちょっとね、心

配は残るなというふうに思うので、かたくなにならないほうがいいんじゃないか。１学級

増やすのは無理だよという話でしたよね。それはもう積み上げた検討の結果で、何だっけ、

ふじみこども園のところを何とかするとか、周辺の部屋を借りるとか、もうそれは無理な

んでしょう、今は無理なんでしょう。 

 だから、今すぐ何をどうしようということは言えないけれども、都民の枠が８０から７

０になるよりも、区民の枠が８０から７０になるほうが相当痛手は大きいだろうというこ

とは、とても感じるところをまず、もちろん行政のほうも感じていらっしゃると思うので、

そこはやっぱり経過措置、どうせ今は経過中なんだから、いいことを進めていくプロセス

において、悪いことをできるだけ取り除いていくような、何かしらの努力は必要なんだろ

うということを私は感じるので、一応それ、そこはもう私はもう投げかけるしかないので、

やっぱり努力をしてもらいたい。そこはもう調整力であったりとか、いろんな、菊友会さ

んとかにお約束もありますから、その方向はお守りしたいのですが、ちょっと急激に変わ

らなきゃいけないところの対応は一定程度必要だと存じますので。 

 言い方はいろいろあると思うので、とにかく現場において可能な限りのクッションに行

政がなってくれると、親御さんのほうも心が少し落ち着くんじゃ、あと子どもたちもね、

やっぱり、それだけ九段って人気があるということだと思うんですよ。何だろう、英語が

得意なのか、何かやっぱりここを出るとみんな元気になるということでね、人生――いい

学校なんですよね。それは千代田区が頑張ってやってこられたことなので、一つ一つ進め

るに当たって、丁寧にやっていってもらいたいというのは、切に願うところです。よろし
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くお願いします。 

○大森教育担当部長 小枝委員に今ご指摘いただいた部分、私も相当悩んだんです。悩ん

だんですが、結論から言うと、もうその募集要項は、もう１０月１日に公表されます。そ

こにはもう人数だとか比率も出ています。ですので、それとか、あと経過措置ですね、経

過措置の今は４０人なんですが、それを３５人に下げる。じゃあ、３８人、３７人とかと

いうそういう経過措置も、法的にもう来年の通常国会に学級編制３５人というのは出る予

定ですので、法的に減らしていく段階を、というのがなかなか難しいと思います。とか、

１対１の部分で――いや、私も思ったんです。思ったんですが、先ほど来移譲のときのお

約束を一方的にそこの割合を変えるというのも、この瞬間、なかなか難しいところだと思

います、今この時点では。 

 ただ、先ほどおのでら委員にご説明したとおり、長期的に１ミリも変わらないというふ

うには私は思っていませんので、そこは時間をかけて要協議かなと思っております。 

○池田委員長 西岡委員。 

○西岡委員 様々なご意見が出たので一つだけ確認したいんですけれども、やはりこの九

段中等教育学校というのは、先般も質問させていただきましたけれども、アメリカのＧｏ

ｏｇｌｅ本社に研修に行ったりとか、物すごく幅広く子どもの成長に関わっている中で、

人気が高いというのはもう皆さん承知のことで、今後１学年５学級になることが難しいと

いう、今はそういう判断ですけど、５学級、６学級というふうに増やすことは、場所的に

難しいかもしれないけれども、それこそ未来永劫、そういうような考えはないですよね。

その望みを持たせてあげてほしいんですよね。できないことをできるとは言えないとは思

うんですけれども、やはり人気があって、もちろんその区民、都民枠で１対１というのは、

もちろん１ミリも変えられないということはない。ただ、その１学年の数を増やすという

ところはどうなんですか。そこだけ確認させてください。検討されているのかどうか。 

○清水学務課長 そうですね。現段階では、施設的にやはり５学級というのは難しいとい

うところでございます。 

 将来的なところについては、今の段階で今後も確実に増やさないとか、どうするという

ことは申し上げられないところでございます。状況に応じて、そこのところは、このまま

今後ずっとこの定員でこの学級でやっていくという、いつまでどうというのは申し上げら

れないところでございますので、そうですね、来年度からこういう形に変更するというと

ころで、ちょっとその先というのは、やはり状況等を見ながら、時代に応じてといいます

か、そういったところで検討していくことになるかなというふうに思います。 

○大森教育担当部長 すみません、補足をさせていただきます。 

 現時点で学校から伺っているのは、やはり今の教育プログラムの中で、あれ、いろんな

教科で少人数展開というのをしているそうなんです。１クラスを二つとか三つに分けて丁

寧な授業をしているというと、いろんな部屋を使う。いろんな部屋を使うという中で、今、

４クラスでそれが各学年で全部のクラスで同時にそんなことはやっていませんけど、その

部屋を可能な限り使って、いろんな学年のいろんなクラスでそういう少人数授業の展開を

しているという現状だそうです。 

 それを５クラスに、今、４クラスを５クラスにしちゃうと、そもそも学校の中にクラス

を増やす物理的スペースはないのと、あと、少人数授業展開にも支障が出ると。それはつ
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まり、そういう丁寧な授業展開の中で学力が上がっているのをちょっと一定程度下がっち

ゃうかもしれないという懸念があるそうなんです。ということで、今の建物、今の校舎の

中で、クラスを増やすというのは大変難しいと思います。ただ、これが、何年先か分かり

ませんが、校舎の建て替えだとか大きな改修だとか、何か大きな節目で、もう一回そこに

チャレンジするということはあるのかもしれないというふうに思っています。 

○池田委員長 はい。 

 ほかはよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。それでは、（３）九段中等教育学校における３５人学級の実施につ

いての質疑を終了いたします。 

 次に、（４）不登校対応への取組について、理事者からの説明を求めます。 

○上原指導課長 それでは、不登校対応の取組について、教育委員会資料５に基づきまし

てご説明申し上げます。 

 まず、項番１でございますが、これまで区としましては、不登校対応としまして、はく

ちょう教室、あとスペシャルサポートルームの設置、バーチャル・ラーニング・プラット

フォームの開設、あとフリースクールとの連携という、四つの柱で進めてきたところでは

ございます。 

 この取組の成果としまして、誰一人取り残さない学びの保障というのが進んでいき、令

和６年度の不登校者数は、５年度に比べると約１割程度減っているというような状況がご

ざいます。しかしながら、今般、不登校対応施策の一層の充実を図るべく、これらの今ま

での取組に加えまして、新たな学びの場の確保としまして、区立中学校１校に、不登校生

徒が安心して学校生活を送ることができるよう、「不登校対応校内分教室」――仮称でご

ざいますが――の開設に向けて、準備を進めていくこととなりました。 

 項番の２をご覧いただければと思います。 

 設置する予定の不登校対応校内分教室についてでございますが、通常学級とは別に、こ

の教室に正規教員を複数名配置しまして、実態に応じた生活時程で、個別学習だとかグル

ープ別学習だとか、そういった指導方法だとか指導体制を工夫しまして、この教室に在籍

する生徒が学習内容を身につけることができるようにするものです。 

 また、この教室に入級することによりまして、在籍する生徒の登校日数がそれ以前の年

度に比べて増加することにつなげていければというふうに考えております。 

 項番の３でございますが、設置予定の学校としましては、神田一橋中学校でございます。 

 項番の４になりますが、その中学校の校内に学年ごとに１教室ずつ開始する予定です。 

 項番の５になりますが、対象は、不登校又はその傾向が見られる生徒としております。 

 開設の時期ですが、項番６にございます令和８年度４月１日から開設というふうに考え

ております。 

 今後ですが、東京都とのやり取り等も踏まえながら、また、既にこの取組を実施してい

る地区も幾つかございます。その取組を参考に、教室の開設に向けて、より詳細な部分を

詰めていきたいというふうに思っております。 

 本件についてのご報告は以上です。 

○池田委員長 説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 
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○白川委員 小学校のご父兄の方から、ちょっと問合せを頂きました。ＳＳＲについてな

んですが、不登校のお子さんに占領される状態で、小学校なんですけれども、完全な不登

校ではないんだけれどなかなか学校に行けないというお子さんがＳＳＲを使いたいという

ときに使えなくて、家に帰されたという例が何度もあるらしいんですね。これの不登校の、

この分室という、今回の不登校者用の部屋というのを設けたというのは、その辺の対策と

いうのもあるんでしょうか。 

○上原指導課長 対策でございますか。 

○白川委員 要するにＳＳＲが不登校…… 

○池田委員長 白川委員、もう一度、今。 

○白川委員 もう一度言います。ある小学校のご父兄の方から、ＳＳＲを使いたいという

ことなんですが、要するに完全に不登校のお子さんに占領されている状態で、子どもが一

生懸命学校に行っても家に帰されてしまうと。毎回そういうことがあるらしいんですね。

じゃあ、まず、この問題って、把握なさっていますでしょうか。 

○上原指導課長 それぞれの学校等の設置の状況等で、そのような事案というのはあるこ

とというのは、少なからず聞いているところでございます。そういった事案をちょっと把

握しましたら、こちらとしましても、学校のほう、状況把握を改めさせていただきまして、

必要な助言等をしているところでございます。 

○白川委員 ありがとうございます。 

 今回のその取組というのは非常にすばらしいと思いますので、要するに完全に不登校の

お子さんというのを対応できる部屋というのがあれば、本来のＳＳＲの機能というのが果

たせるのかなと思いまして、今後これを広げていく可能性というのはありますでしょうか。

○上原指導課長 今回、この校内分教室でございますが、不登校の子だけでなく、対象と

いうだけではなくて、その傾向にある子というところも一つ対象としております。 

 今まで四つの取組ということで、不登校のお子さん、不登校傾向のあるお子さんで、は

くちょう教室に行くだとか、あとスペシャルサポートルームに行くだとか、お子さんによ

ってはフリースクール等へ行かれているところもあるんですが、その中でさらに一つこう

いった形を追加することによって、新たな学びの場として十分確保できるというところで、

いろんな選択が恐らくあるかと思いますので、その一つとして期待しているところです。 

 この拡充というところに際しましても、今後のその状況と、まだ開設していないところ

ですので、そういったものも踏まえながら、また併せてスペシャルサポートルームとかは

くちょう教室のその辺りの利用状況等も鑑みながら、どのようにしていくかというのは検

討するところかというふうに思っております。 

○池田委員長 はい。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 まず、これ、設置予定校が神田一中ということですけれども、対象者は不登

校、不登校傾向が見られる生徒とありますが、これは一中の生徒が限定ということですか。 

○上原指導課長 区立中学校に通うお子さんが基本でございます。ただ、補足を申し上げ

ますと、神田一橋中学校にいわゆる教室として設置しますので、ほかの、他校に通学して

いるお子さんでこの教室に入りたいという、入級したいという場合、神田一橋中学校に転

入という形で処置をさせていただくことになります。 
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○牛尾委員 つまり、転校してもらって、一中の生徒になっていただいて利用するという

ことになるわけですよね。 

 そうなった場合、例えば麹町のお子さん、それまでの成績とかがあるわけじゃないです

か。そういうのは、転入するということは引き継がれるということになる。でも、お子さ

んの場合は、親御さんもそうでしょうけど、麹中のままがいいんだという場合だってあり

得るわけじゃないですか。そういったところの対応というのはどうなんですか。 

○上原指導課長 今回、分教室として一つ設置させていただくという意味合いとしまして、

神田一橋中に、いわゆる、今、麹町中学校で実は設置できない理由等がございまして。と

いうのはですね、麹町中学校に、今、不登校巡回指導教員というのが加配されている状況

です。そこを加配されている学校については、この教室は設置できないという東京都の要

件が一つありまして、その要件はどうしてものむ必要がございますので、神田一橋中学校

にさせていただいています。 

 今、麹町中学校の生徒さんがどうしても神田一橋中学校ではというところも当然考えら

れるところはございますが、今、そういった条件の中でございますので、入級に関しまし

て、その辺りしっかりちょっとお話をさせていただきながら、納得できるような形で、そ

の子にとっていい教育ができるような場を提供できればというふうに思っております。 

○牛尾委員 何で東京都はそういう対応をするのかよく分からないんですけれども。 

 あと、今は、ちゃんとＳＳＲ、神田一中にもありますよね。ＳＳＲとここの教室との違

いというのがいまいち見えてこないんですけれども。例えば、ここでちゃんと時間割も設

けて授業も行うというんであれば分かるんですけれど、見たところ、個別学習、グループ

別学習ということだから、別に時間割を割いて授業をやるわけじゃないなと。だとすると、

今のＳＳＲもちゃんと学校のほうにこういったプログラムでやりますよというのを提出し

ないとＳＳＲを入れてもらえないということらしいんですけれど、この違いというのはよ

く見えないんですけど、そこはどう。 

○上原指導課長 こちらの分教室に関しましては、しっかりした教育課程に基づいて行っ

ていきます。いわゆる１時間目というか、登校時刻等も少し弾力的にしていきますが、あ

る程度の時間割を組んだ中で、カリキュラムの中で学習を進めていきます。そういった意

味で、正規教員が配置されるというのはそういった意味でございまして、スペシャルサポ

ートルームというのは、また誰もが利用できるような一つの空間として設置していますの

で、そことは大きな違いがあるというふうにご理解いただければと思います。 

○牛尾委員 ああ、分かりました。はい。なるほど。じゃあ、つまり、ちゃんとどういう

授業をやるか分かりませんけれど、カリキュラムを組んで授業をやって、しっかり成績も

見ていくというような、要するに通常教室というのはなかなか入れないけれども、ここだ

ったら授業を受けて、テストも受けられると、成績もつけられる、そういうイメージでよ

ろしいんですかね。 

○上原指導課長 評価について、定期考査等について、その生徒さんとかの状況に応じて

十分相談しながら進めていくところはあるかと思うんですが、通常、中学校の場合、年間

１,０１５時間の時間配当をしていますが、例えばこの教室に、例えばですけど、まだ詳

細は決めていませんが、例えばですが、この教室に行く子は６６５時間前後の中で、ゆと

りある少し時間を設定して学習に取り組めるような、そんな状況を進めています。 
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 場合によっては、学習状況に応じて、入級する生徒さんによっても学習の状況が様々か

と思いますが、そちらもまず入級に関しまして十分把握させていただいて、どのようなふ

うに学習を進めていくかと、本当にこれは、これこそ個別に相談させていただきながら、

場合によってはグループ学習が必要だったり個別学習が必要だったり、その子に応じた指

導というのをやれるように、これからちょっと、詳細をさらに詰めていきたいというふう

に思っております。 

○牛尾委員 最後。学年ごとに１教室ということで、３教室必要だと。これ、スペース的

には、３教室設けられるスペースはあるんですか。 

○上原指導課長 一番そこが気になったところなんですけれども、十分確保できていると

いうところで、設置のほうを進めていこうというふうに考えています。 

○池田委員長 はい。 

 ほか、よろしいですか。ふかみ委員。 

○ふかみ委員 不登校、校内分教室という仮称についてご質問させていただきます。 

 仮称ですので杞憂にすぎないかと思いますが、名前をつけるときに、こういった、課題

であるとか属性みたいなものではなく目的ベースに使われることによって、その方たちが

恥ずかしいという感情を持たずに生き生きと学習していただきたいと思うんですが、こち

らはいかがでしょうか。 

○上原指導課長 そうですね、スペシャルサポートルームだとかはくちょう教室だとか、

そういったいわゆる教室名と同じように、何かしらそういったところで、配慮ではないで

すけども、子どもたちが安心して学べるような、そんな名前からして雰囲気がつくれれば

いいかなというふうに思っておりますので、ご提案いただいたところで十分踏まえながら

検討してまいりたいと思います。 

○池田委員長 えごし副委員長。 

○えごし副委員長 先ほどから様々な質問も出ていましたけれども、この不登校対応校内

の分教室と、またＳＳＲの違いというのは、丁寧にまた保護者の方にも説明していただき

たいなと思いますし、もちろん多分分教室を使われている方でも、途中でＳＳＲに行って、

そこでまた行ったりとかという形もできるとは思うので、そういうことも踏まえて、また

説明をしていただきたいというふうに思います。 

 あと、先ほど言っていた、麹町中学校の方が行きたい場合は転入するという形で、やっ

ぱり学校選びも、やっぱり様々皆さん検討して、麹町へ行くか、神田一中へ行くかって、

決めていると思うんですよね。だから、多分こういう不登校の可能性もあるとかって心配

されている方もおられると思います。そういう意味では、そういう、転入しないといけな

いということも、ちゃんと入学前にしっかり伝えられるような、説明できるようにしてい

ただきたいなと。そういうことを知らずに麹町中に行っていて、使いたいからそっちに転

入しないといけないとかなったときも、やっぱり、どうしようと悩まれる方もおられるか

もしれないので、そこも丁寧に説明していただきたいと思います。 

 あと、１点、戻る、戻りたいという場合ですよね。普通の教室、ふだん教室の事業の形

態に戻りたいと思われた場合の対応も検討が必要だと思いますが、その点もまた教えてい

ただければと思います。 

○上原指導課長 まずですけども、説明というところで、当然丁寧な説明というのは必要
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かと思います。今回、開設に当たりまして、既にリーフレット等、作成のほうを進めてお

りまして、併せて保護者向けの説明会を２回開催する予定で、現在動いているところです。

そういう中で、様々な保護者の方の不安な点だとかそういったものを拾い上げながら、ま

た個々に多分ケースが様々あるかというふうに思いますので、入級に当たってのご不安だ

とかそういったところは相談に応じて進めていければというふうに思っております。 

 また、スペシャルサポートルーム等との併用という形は、当然、できて当然ですし、ま

た退級に関しましても、また、元の学校にと、麹町中学校のほうに戻るか戻らないかとい

うところも、ここは本当に、必ずそうですよというところはここでは言いづらいんですけ

ども、個々の状況で十分相談に応じながら、その間、その子の学びの場がどこにあるかと

いうところをしっかり踏まえながら対応できればいいかなというふうに思っております。

そういった、少し柔軟な対応ができるように、今後この対策、対応というところをしっか

りやっていきたいというふうに存じます。 

○池田委員長 西岡委員。 

○西岡委員 一点だけ確認したいんですけど、確かにＳＳＲとか、いろいろはくちょう教

室もあって、今回は都のほうでも推進していると、不登校対応校内分教室ということで、

まあ仮称ですけれども、いろんな事情があって当然だと思うんですね。やっぱり、国とか

都の条件が違うわけで、それぞれの事業を補わなきゃいけない。そうやって補足していく

中で、こういう事業も生まれてくる。重なる部分もあって、当然だと思います。また、年

齢等も違うでしょうしね。この件に関しましては、もう、もともと例えば麹中に行ってい

る人が、この神田一中に、もう異動しなきゃいけないものなんですが、その、居ながら、

麹中に居ながらここに通うというわけにはいかないんですか。それだけ、ちょっと確認を

お願いします。 

○上原指導課長 はい。こちらの制度上、校内にある、いわゆる通常の学級と同じ学級の

扱いになりますので、転入でその学級に所属するという形を学籍上取らなくてはいけない

という制度になっています。なので、どうしても、転校という形、転出という形は取らざ

るを得ないというところはご理解いただければと思います。 

○池田委員長 はい。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。それでは、（４）不登校対応への取組についての質疑を終了いたし

ます。 

 以上で、子ども部の報告を終わります。 

 続いて、保健福祉部の報告に入ります。保健福祉部（１）指定管理者施設に関するモニ

タリングについて、理事者からの説明を求めます。 

○小目高齢介護課長 それでは、指定管理者施設に関するモニタリングにつきまして、保

健福祉部資料１－１から３に基づきご説明いたします。 

 保健福祉部資料１－１をご覧ください。項番１、モニタリングの全体像でございます。 

 本区では、指定管理者制度を導入した施設の適正な管理運営に万全を期すため、大きく

分けて、三つの柱から成る取り組みを実施してございます。１点目に、区としての責任遂

行として、各種の計画、報告の確認等でございます。２点目に、区民・利用者視点として、

利用者懇談会等による声の把握と反映、そして、最後３点目に、専門家からのアドバイス
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でございます。 

 この３点目の柱を具現化したものが、項番２に記載のございます、社会保険労務士によ

る労働環境モニタリングと、公認会計士による経営財務モニタリングでございます。 

 次に、資料の右上の項番３、労働環境・経営財務モニタリングのスケジュールをご覧く

ださい。本区では、指定管理者の指定１年目に労働環境モニタリングを、２年目から３年

目に経営財務モニタリングを実施しております。指定管理期間が１０年の施設は、５年ご

とのサイクルで、このモニタリングを実施しております。 

 次に、各指定管理者施設のモニタリングのスケジュールを、資料右下に記載してござい

ます。今回ご報告申し上げる案件は、令和６年度の縦列に記載の２施設分となります。 

 まず水色の部分でございますが、いきいきプラザ一番町の経営財務モニタリング、黄色

の部分でございますが、岩本町ほほえみプラザの労働環境モニタリングでございます。 

 資料が替わります。続きまして、保健福祉部資料１－２に基づき、いきいきプラザ一番

町の経営・財務モニタリングの結果についてご報告をいたします。 

 項番１、経営・財務モニタリングの概要でございます。当施設の指定管理者は社会福祉

法人カメリア会でございます。令和５年度から、新たな指定管理者として運営を開始して

おります。指定２年目となる令和６年度におきまして、経営・財務モニタリングを実施し

たものでございます。 

 モニタリングの方法、視点でございます。福祉サービス第三者評価を行っている事業者

により、財務状況、経営状況、課題及び改善点について分析を頂いております。 

 続いて、項番２でございます。モニタリングの流れです。令和５年度の決算を受けまし

て、公認会計士による現地調査や書類確認が行われます。その後、モニタリングの結果に

ついて協議をして確定させた後、即時の改善や事業計画への反映を行うものでございます。

また、モニタリングの概要は、本日の委員会でのご報告の後、区のホームページにて公表

を行います。 

 続いて、項番３、経営・財務分析でございます。前段に公益事業、後段に社会福祉事業

と、二つに分けて分析を頂戴してございます。いずれとも、分析に用いました指標は、東

京都が都内社会福祉法人の経営状況活動状況等の調査分析を行う際に用いるものを使用し

てございます。 

 分析の内容でございます。公益事業におきましては、評価は問題なし、良好として、丸、

または二重丸となってございますが、下段の社会福祉事業におきましては、評価は注意を

要する水準といたしましてマイナスとなっている値も多く、三角ないしバツとなってござ

います。こちらの評価の詳細な説明につきましては、項番４、提言・アドバイスに記載が

されてございます。 

 （１）と（２）、財務状況、財務提言の欄、それぞれ２点目の社会福祉事業の記述をご

覧ください。 

 社会福祉事業につきましては、指定管理初年度であり、初期費用を要したことから赤字

決算となったこと、直ちに資金繰りに不安がある状況にはないが、指定管理２年目、令和

６年度以降の状況を注視する必要があると結論づけられております。 

 なお、ここで、注意する必要があるとされた令和６年度の財務状況について補足をさせ

ていただきますと、初期費用削減の影響もございまして、前年２ ,１００万円の赤字であ
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ったものが、約６００万円の黒字に転換をしてございます。ですので、こちらの財務状況

については、令和６年度において既に改善しているということを確認してございます。 

 続いて、（３）、（４）の課題提言でございます。区民施設においてはカスケードホー

ルの稼働率向上、高齢者施設については通所介護系の稼働率向上に向けた対策が求められ

ると提言を頂いております。また、リスクマネジメントといたしまして、アクシデントの

発生時の再発防止策、こちらの定期的な検証や職員の定着化に向け、働きがいのある職場

環境づくりが望まれるとの提言を頂戴しております。 

 以上が、いきいきプラザ一番町のモニタリングの結果でございます。 

 続きまして、資料１－３に基づき、岩本町ほほえみプラザの労働環境モニタリングにつ

いてご報告をいたします。 

 項番１、労働環境モニタリングの概要でございます。指定管理者は社会福祉法人多摩同

胞会でございます。令和元年度に同法人を指定管理者として再指定を行っており、指定６

年目となる令和６年度において、労働環境モニタリングを実施したものでございます。 

 モニタリングの方法は、社会保険労務士による現地調査、書類確認、施設職員への個別

面接を行いまして、指摘事項と改善策をまとめております。 

 項番２のモニタリングの流れでございますが、先ほどご説明差し上げました経営財務モ

ニタリングとおおむね同様となってございます。 

 次に、モニタリングの視点として、項番３でございます。 

 １点目には職員の処遇や勤務形態、２点目は職員の身分の安定性、３点目は職員の労働

環境・安全衛生、最後、４点目として外国人労働者や障害者等の雇用管理、この四つの視

点からモニタリングを行ってございます。 

 モニタリングの結果につきましては、資料の右側、項番４をご覧ください。まず（１）

職員の処遇・勤務形態等でございます。 

 こちらの２点目でございます。労働条件通知書に明示すべき「退職に関する事項」の記

載がなかったとのご指摘を頂戴してございます。 

 このように一部に対応を要する事項があったものの、こちらは既に改善に取り組まれて

おり、全体としては適正な雇用管理がなされているとの評価を頂いております。 

 続いて、（２）職員の身分の安全性でございます。 

 各種手続は適正であるほか、年次有給休暇の取得率が高く、時間外労働も月平均２０時

間以内であるなど、職員の身分の安定性は良好と評価を頂いております。 

 続いて（３）番、職員の労働環境・安全衛生でございます。 

 こちらの２点目、産業医による職場巡視が実施されていなかったとのご指摘を頂戴して

おります。このご指摘については既に改善を図ったところでございまして、この点を踏ま

えましても、職員の労働環境・安全衛生は良好との評価を頂いております。 

 続いて（４）番、外国人・障害者・高齢者等の雇用管理についてでございます。こちら

はいずれの手続も適正であると評価を頂いております。 

 最後でございますが、岩本町ほほえみプラザの指定管理者につきましては、平成１８年

に指定管理者制度を導入して以降、一貫して、こちらの多摩同胞会が指定されてございま

す。長期の指定となってございますが、質の高いサービスを安定的に提供するため、適正

な労働管理、あるいは良好な職場環境の維持というものが必須であると考えてございます。
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区としても、引き続き指定管理者にこのような対応を求めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

 また、別添２、参考資料といたしまして、保健福祉部の全指定管理者施設分の事業報告

概要をお配りしてございます。こちらは後ほどご確認を頂ければと思います。 

 私からのご説明は以上です。 

○池田委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○おのでら委員 いきいきプラザ一番町について伺います。 

 社会福祉事業の評価というところは、大体、三角かバツであったと。これは令和５年度

の財務状況をベースにされているので悪かったですと。で、令和６年度のところは黒字化

しているので、改善していますよというお話だったと思うんですけども、指標については

いかがですかね。あくまで経常増減差額のところだと思うんですよね、先ほどの６００万

円というのは。それをもってして、この評価というのがどれくらい上がったのかとか、そ

ういったところを把握されていらっしゃるんでしょうか。 

○小目高齢介護課長 こちらの経営・財務モニタリングで評価を行いました各種指標でご

ざいます。こちら、大変恐縮なんですが、令和５年度分の経営・財務モニタリングとして

評価を行ったものでして、令和６年度につきまして、このような指標を用いて改めて確認

というのは現時点ではなされていないところでございます。ただ、ちょうど１０月以降、

こちらの法人合併の影響もございまして、この法人の財務状況については、改めて公認会

計士等の方に調査をしてもらうということも考えてございます。その中で、今回の指標に

ついても、専門家の視点でどのようになっているかというのは、確認をしてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

○おのでら委員 運営主体の事業再編というものがあるので、そこでかなり大きく変わる

というのは、はい、承知しております。ですので、こういった指標がどういうふうに変わ

って、どのくらいまで上がるかというのは、しっかり見ていただければと思います。今回

どのくらい上がるかにもよるとは思うんですけども、それでもまだ三角ですとか、×とか、

そういった数字になるようであれば、５年後を待たずして、引き続きモニタリングを行っ

ていただければと思っております。 

 あと、もう一つ、離職率についてコメントがあるんですね。この離職率が、全国平均と

比べると、やや、やっぱり高いかなというところはあるんですけども、千代田区のほかの

施設と比べてこの離職率というのはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。 

○小目高齢介護課長 離職率についてでございますが、区内の介護施設、押しなべてなか

なか厳しい状況が続いているということで、一番町もその例に漏れず、同じような水準に

あるのではないかというふうに認識してございます。 

○おのでら委員 いきいきプラザ一番町については、昨年、労働環境モニタリングを行わ

れているんですよね。その中ではそういった指摘というのはなかったように思うんですが、

この経営・財務モニタリングの中で離職率という言及というのは結構珍しいかなというの

は、これを見て思ったんですけど、やっぱりそこは、労働環境モニタリングのところでも

しっかり見ていただく必要、指摘いただく必要があるんじゃないかなというふうに思って

いるので、もう一つの施設のほうについても大丈夫なのかなというところが、まあ、いろ

いろあって。その辺の、何ていいますかね。チェックのリンクというか、兼ね合いという
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か、その辺りはいかがなんですかね。 

○小目高齢介護課長 昨年度、いきいきプラザ一番町については労働環境モニタリングを

行ったということでございます。離職率の言及自体はなかったかと記憶しておるんですが、

実際のところは、法人のこの引き継ぎの過程で大分職員の入替え等は行われておりまして、

離職率自体は相応な数値に上っていたというところが、確認してはございます。なので、

そちらの数字と比べると、この１５％程度でしょうか、については、やや落ち着きを取り

戻しつつあるのかなというふうに評価してございます。 

○池田委員長 牛尾委員。 

○牛尾委員 私もいきプラについて質問したいと思うんですけれども、その３番の経営・

財務上の財務分析で、公益事業はおおむね丸か二重丸と。社会福祉事業については、三角、

バツということですよね。でも、まず、公益事業というのは大体同様のような分野が公益

に入るのか。社会福祉事業というのは東京都とかね、そういうところだと思うんですけど、

そこのちょっと関係性を、まず。 

○小目高齢介護課長 まず、公益事業でございます。こちら、いきいきプラザ一番町にお

いて、地域交流機能といたしまして、カスケードホールですとかプールですとか、そうい

ったところの事業を行ってございます。そういったものがこの公益事業に該当してござい

ます。社会福祉事業は、通所介護ですとか特別養護老人ホームですとか、そういった介護

保険サービス、こういったところが該当するものでございます。 

○牛尾委員 先ほど、令和５年度は赤字だったけど、６００万円、６年度か、黒字になっ

たということですけれども、社会福祉事業のマイナス分を、そういった公益事業のほうで

埋めたというか、賄ったというか、そういったことだというふうに見て、いいんですか。 

○小目高齢介護課長 この２事業間の間でやりくりを行ったということではございません

でして、社会福祉事業単独で初期投資の削減された効果が上がりまして、黒字を達成した

ということでございます。 

 公益事業につきましては、若干の赤字、数万円程度の赤字にはなってしまっております

が、比較的均衡を保っている値にはなっているのかなというふうに考えてございます。 

○牛尾委員 はい、了解しました。 

 社会福祉事業、特養とかデイサービスとか、どうしたって、国の政治との関わりもある

から、報酬、医療じゃないから診療報酬じゃないですけれど、そういった社会保障費の削

減によって影響を受けているとは思うんです。ここで見ると、一つ、人件費、委託費の比

率というのが、評価がバツになっているんですけれども、これは要するに、人件費に対し

て相当多くお金が使われちゃったということなのか、それとも、このバツの理由というの

は何なんですか。 

○小目高齢介護課長 委員ご指摘のとおり、カメリア会につきましては、特にこれ、法人

からの声も頂いておるんですが、手厚めに職員配置を行っているということを聞いてござ

います。こういった影響ももちまして、人件費の比率が８０％を超えてしまっていると。

ただ、それ自体、一概に悪いということも、なかなか難しい指標ではあるんですが、事実

として、そういった、職員にかける経費が多いというところで、この８０％を超えてしま

うという状況になってございます。 

○牛尾委員 私もそこが心配になって、要するに、やっぱりこういった介護の現場という
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のは、いかに人の配置、要するに人件費が高いからといって人を減らすとなると、それは

サービスに影響が出てくるから、ここは評価がバツとなっていますけれども、人件費が高

いからといって人の配置が減らされるというようなことがないように、そこはしっかり見

ていただきたい。と同時に、確かに、採算を取らなきゃ、運営をやっていけないですから、 

少しここは見る必要があると思うんですけれども、やはりここでは、人の配置ということ

も影響があるのかどうか分かりませんけれど、結構重要なアクシデントが発生していると

いうのもあるし、そこはしっかり、区として運営をカメリア会任せにせずに、しっかりと

一緒になって区民の介護というのを担っていただきたいと思うんですけれども、そこにつ

いての相談体制、協力体制というのをいま一度聞かせてください。 

○小目高齢介護課長 施設との連携についてでございます。現状、月１回程度、調整会議

というものを設けまして、私もたまに出ることがございますけども、職員と施設側とで認

識合わせということをしてございます。また、それ以外にも、まだまだ指定管理が始まっ

たばっかりですので、地域の実情になじんでいないところもございます。他区で通じるや

り方が通じないというところがありまして、そこがあつれきを生じるということもござい

ますので、そういったところについては間に入って、千代田区のやり方というものを個別

丁寧にご案内差し上げているというところでございまして、そういったところも踏まえま

して、元に戻りますと、人員配置でございますけども、サービス水準を従前のレベルに維

持するために手厚い配置を頂いておりますので、それを、人を削ったからといってサービ

スが落ちてしまうということでは本末転倒になるのかなというところもございます。です

ので、そういった考えは、今、確認されてございませんし、引き続き千代田区のほうとし

てもそこら辺については目を配っていきたいというふうに考えてございます。 

○池田委員長 小枝委員。 

○小枝委員 すみません。私のほうからは、今回５施設の事業報告概要がありましたけれ

ども、利用者懇談というか、利用者との懇談会というのがどのくらい行われているかとい

うところを、書いてあるのかもしれないんですけど、ちょっと見てとれなかったので、ざ

っと教えてください。 

○小目高齢介護課長 いきいきプラザ一番町につきましては、家族懇談会というものを年

に２回ほど実施してございます。また、運営協議会、こちらは年１回程度、開催をしてご

ざいます。岩本町ほほえみプラザにつきましても、まず運営協議会につきましては年に一、

二回実施しているところでございまして、その他、随時、家族ですとか地域団体との協議

会というものも開催しているところでございます。 

○小枝委員 はい。恐らくどの議員さんもそうだと思うんですけども、非常に運営につい

てなかなか疑問があるようなこと――これ、ここというふうに今言わないで、一般的にあ

る、例えば家族が見ていたお薬が違う薬にさせられて、とにかく静かに寝ててくれればい

いやみたいになってしまっていたり、それは人手がなければそういう場合もあるわけで。 

 つまり、こういう指標とか数字に表れるもの以外に、やっぱり行政側も配慮していかな

きゃいけないことであったり、運営の過程の中で改善できるような事柄であったり、それ

こそ議員が介入したりとかしなくても、施設の中で改善できること、あるいはオンブズマ

ンみたいなところに訴えなくても、コミュニケーションで足りることとか、いろいろある

と思うんですけれども、そうしたことがうまく回っていないかもしれないと思うようなケ
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ースもあって、特に、このいきいきプラザの場合は、何か１点差か何かで事業者が替わっ

ちゃって、その評価の中に家族会が入っていなかったというようなこともあって、それで、

今、努力しながら改善をしているというふうにこの報告書は見られるわけなんですけれど

も、そこら辺のところが、区のほうに問題を持っていけるものについてはどんどん区のほ

うに上げて現場改善ができるようにとか、みんな、施設形状が、千代田区の場合、縦型な

ので、本当に運営が困難なことは確かで、ほかと一律に言えない部分、目が届かない部分

があると思うので、そこら辺のところの家族懇談会とか利用者懇談会とか、そういうこと

がもっと見える化されていって、日々改善されていくということがとても大事だと思うの

で、今後そのような方向を目指していただけないでしょうか。 

○小目高齢介護課長 各施設、利用者懇談会、家族懇談会といった名称で、利用者と施設

と、あと、そちらについては地域の方と町会長等、あと区の職員も入ってございます。時

折欠席ということもございますが、そういう場合でも議事録は共有されてございますので、

そこで出た、地域の方、利用者の方のご意見というのは区のほうでも吸い上げられる形に

なっているかなというふうに考えてございます。 

 また、そういった会議体も、年に数回という限られた機会でございますので、参入され

る方も人数が限られるということもございます。区役所のほうでも、常日頃、電話等で利

用者の方からお問い合わせ等を頂くこともございますので、そういった声を頂いた際には

逐一施設のほうに展開して状況確認、改善できるものについては対応を改めるですとか、

そういったところにつなげているところでございますので、そういったところを引き続き

力を入れて取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

○小枝委員 分かりました。その家族懇談会の議事録のようなものは、一旦、こう、何て

いうんですかね、見える化されるといいのかなと。こんなことが言われた。そして、これ

については、こう改善した、あるいは誤解だったとか、そういう、今、ほら、病院なんか

に行っても、こういう意見があった、こう改善したと、みんな貼り出ししてあったりする

んですよね。そうすると、あ、自分も同じことを思っていたけど、これは意見が出て変わ

ったんだというふうに思えたり、ここは見解が違うと言えたりとかするので、そういう見

える化ということもしていただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○小目高齢介護課長 施設によっては、施設のホームページ等で公表しているというとこ

ろもございますが、区のホームページ等で取り扱っているものはございませんので、そこ

ら辺が一部の施設に限られているということがあれば、ちょっと調査させていただきまし

て、対応を統一的なものができるようであれば、ちょっと検討させていただきたいという

ふうに考えます。 

○池田委員長 あの、課長、その家族懇談会とかというのが平日行われるんであれば、例

えば行政のほうからもちゃんと出席がかなうんだけれども、よく週末とかに行われる場合

というのは、どうしても行政側としてはお休みせざるを得なかったりとか、逆に施設のほ

うから大丈夫ですよと言われてしまうと、なかなかそこに出席しない場合も出てきちゃっ

ていて、で、地元の町会長さんたちとか民生委員さんたちよりは、やっぱり行政の、直で

見て、聞いてという声のほうが吸い上げられるかなと思うんです。なので、平日の懇談会

はもちろんなんだけれども、週末に行われる場合も多いので、やっぱり家族の事情もある

から。そういうときにも、なるべくだったらでいいんだけれども、一緒に出ていただきた
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いなというところは感じているんですけれども、いかがでしょう。 

○小目高齢介護課長 そうですね、週休日の振替という形で、職員の勤務形態に悪影響を

及ぼさない形で土日働く形態もご用意できますので、ちょっとそういった点は柔軟に対応

できるように、気をつけていきたいと思います。 

○池田委員長 はい。 

 ふかみ委員。 

○ふかみ委員 経営財務モニタリング、労働環境モニタリングと、しっかりやっていただ

いているんだなと、非常に感心するとともに、安心いたしました。結果を見させていただ

きますと、昨年度の労働環境問題がしっかり管理されている。今年のチェックでも人件費

をしっかりかけている中で、離職率が常勤職員で１５％、非常勤で２２％、非常に高い状

況になっていると思います。これは、なかなか解決手段がなくて困っていらっしゃるとこ

ろだと思うんですけれども、個人で解決できるものでなく、制度や仕組み、ＤＸのような

もので解決するほかはなかなかないんじゃないかなと思っているんですけれども、どうい

った意見が出ているか、お聞きでしたら共有いただけたらと思います。 

○小目高齢介護課長 施設に働く方々の意見として、記入のシステムというものが非常に

これが煩雑であると。人との接遇をした上で、そこから、終わったら事務作業が始まると。

そのシステムも二重三重になっているものもあって、非効率なところもあるという声があ

って、そこに嫌気が差して転職してしまうということもあるのかなというふうに、一つの

声ですけれども、そのようなことを感じたところでございます。 

 現状、区のほうでは、人材の定着ということで、この本日ご報告の２施設にも、巨額の、

ある程度資金を投じて、人材定着の支援をしているところでございますけども、引き続き

システムの、生産力の向上といったところですかね。そういったところについては手当て

が必要かなというふうに感じておりますので、こちらはちょっと引き続きになってしまい

ますけれども、ちょっと検討させていただきたいというふうに考えてございます。 

○池田委員長 はい。ほかはよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。それでは、（１）指定管理者施設に関するモニタリングについての

質疑を終了いたします。 

 次に、（２）区民歯科健診ＤＸ化の推進に向けた先行実証事業への参加について、理事

者からの説明を求めます。 

○上田健康推進課長 区民歯科健診ＤＸ化の推進に向けた先行実証事業への参加について、

保健福祉部資料２に基づき、説明させていただきます。 

 まず、項番の１、概要です。区では１９歳以上の全区民を対象に行っている区民歯科健

診におけるＤＸ化を推進するため、令和６年度より全国に先駆けて、６４歳以下の区民を

対象に実証実験を実施しております。この度、これまでの実証実験の成果を活かし、区民

歯科健診のＤＸ化をさらに推進するため、国の「自治体検診事務デジタル化先行実証事業」

に参加することとしました。 

 項番２の国の先行実証事業についてですけれども、国は令和１１年度から自治体検診Ｄ

Ｘの全国展開を予定しております。それに先駆けて、令和７年度から先行実証事業を開始

することとなりました。医療ＤＸの実現に向けまして、自治体検診においても、検診の情
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報を自治体、医療機関など、検診の情報を、自治体、医療機関などと情報連携をする情報

基盤となるＰＭＨを介しまして、全国医療情報プラットフォームと連携する仕組みの構築

を進めています。実証事業のほうは令和７年度から１０年度にかけて継続して実施予定で

ございます。 

 項番３の国の先行実証事業のスケジュールの予定ですけれども、令和７年９月から３月

上旬にかけまして、システムの改修等の準備期間を経て、令和８年３月１６日以降、実

証・結果整理を行う予定です。 

 説明は以上です。 

○池田委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 

○白川委員 はい。今回のＤＸ化というのは、恐らく予防医学的な見地からやるのかなと

いうふうに想像しています。確かにデータを一元管理すると、お医者さん側も便利だし、

受けているほうも自分の前の診療というのが連続的に把握できるということで、恐らくメ

リットがあるのかなと思うんですが、この理解でよろしいでしょうか。 

○上田健康推進課長 その理解でよろしいと思います。 

○白川委員 区民歯科健診の最大の問題というのは、恐らく受診率が低いというところに

あると思うんですね。で、このＤＸ化というのをすごく好意的に解釈しても、受診を上げ

るというのには直接結びつかないのかなというふうに考えていますが、いかがでしょうか。 

○上田健康推進課長 例年、受診率のほうは１０％程度というところではございますが、

千代田区の方、千代田２１の調査によりますと、かかりつけ医を持っていらっしゃる方が

７０％いらっしゃるというふうに伺っております。なので、ＤＸも進めながら、なるべく

受診を進めていただく、健診を受けていただきながら健康増進していただくというところ

で考えております。また、１０％につきましては、受診率が低いんですけれども、国と比

較しては千代田区のほうは高いという結果になっているというふうに伺っております。 

○白川委員 非常によいことだと思います。ですから、長期的な提案なんですが、ここで

区民健診で把握した、歯の、あるいは歯茎の病気というのを、歯医者さんにつなぐという

のがいいのかなと。だから、１０％という受診率を無理やり上げることはなくてもいいん

だけれども、そこを、実際に歯科に紹介するとか推薦することによって、さらに今のかか

りつけ医７０％、８０％を目指すとかって、そっちのほうが建設的なのかなというふうに

考えますが、いかがでしょうか。 

○上田健康推進課長 今回のＤＸを進めていくところの目的は保健医療等の情報連携とい

うところもあるかと思いますので、今後、実証実験、国の全国展開も踏まえながら、そう

いったところが進んでいければよいと思っております。 

○白川委員 最後に、これはもう、歯科にとどまらなくて、ほかの体の病気に関してもこ

れを進めていくということでよろしいでしょうか。 

○上田健康推進課長 現在、国の今回の実証事業につきましては、歯周病検診と、あと健

康増進法に基づく健康診断につきましても対象となっておりますので、今後、自治体検診

の全国展開に向けても、まず、そちらのほうから対象で進められていくというふうに伺っ

ております。 

○池田委員長 はい。ほかはよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○池田委員長 はい。それでは、（２）区民歯科健診ＤＸ化の推進に向けた先行実証事業

への参加についての質疑を終了いたします。 

 以上で、日程の２、報告事項を終わります。 

 次に、日程の３、その他に入ります。委員の方から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。 

 執行機関から何かございますか。 

○大松子ども支援課長 はい。では、口頭ではございますが、区立幼稚園等の入園申込み

と入園案内についてご報告いたします。 

 令和８年度の区立幼稚園、幼保一体施設、こども園の入園について、例年どおり、今年

も１０月下旬から開始いたしますが、その内容やスケジュールなどを記載した入園案内を、

現在、作成しております。出来上がり次第、委員の皆様にはポスティングさせていただく

予定でございます。内容に大きな変更はございませんが、預かり保育拡充については今回

から記載しております。 

 なお、一般配布は１０月６日の月曜日からでございますので、皆様には事前のお届けに

なりますが、この点ご留意いただければと存じます。 

 簡単ではございますが、ご報告は以上でございます。 

○池田委員長 はい。説明が終わりました。この件に関して、質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。 

 ほかにご報告はございますか。 

○清水学務課長 昨年度国立競技場にて実施した小学校の陸上記録会について、今年度は

国立競技場にて世界陸上が開催されたことで陸上記録会が実施できなかったため、世界陸

上を観戦いたしました。そのことについて、口頭でご報告させていただきます。 

 千代田区立小学校６年生は、国立競技場にて開催された東京２０２５世界陸上を開催初

日の９月１３日土曜日に観戦いたしました。当日の朝、８時から９時の間にそれぞれ学校

を出発しまして、午前中の競技であるモーニングセッションを観戦し、競技終了後、１２

時過ぎに国立競技場から帰途に就きました。 

 観戦した競技種目についてですが、男女３５キロメートル競歩。これは選手が国立競技

場に戻ってからゴールする様子を観戦いたしました。そして、全て予選ですが、女子円盤

投げ、男子砲丸投げ、男子１００メートル走、４×４００メートル男女混合リレーを観戦

しました。 

 今回の観戦については東京都事業である「子供観戦無料招待事業」への申込みによる観

戦としましたので、事業の規定により、児童及び引率者である教員のみの観戦となりまし

た。出席した児童数は４９３名でした。 

 当日は曇りで、時折青空が見られましたが、さほど気温は上がらず、過ごしやすい気候

となり、子どもたちは楽しく元気に過ごしておりました。選手に向けて手を振ったり、声

援を送ったり、応援しながら観戦していましたが、あらかじめ学習していたことで、子ど

もたちの会話の中や声援には、選手の名前が出てきたり、１００メートル走など競技のス

タート時は静かにするなど、マナーを守った観戦ができている様子でした。世界のトップ
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アスリートが真剣に競技に臨む姿に触れることで、スポーツのすばらしさを感じたり、競

技を支えるスタッフの様子が見られたことなど、子どもたちにとって記憶に残る行事とな

ったのではないかと考えております。 

 簡単ではございますが、ご報告は以上です。 

○池田委員長 はい。ありがとうございます。 

 説明が終わりました。この件に関してのご質問、ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。ありがとうございます。 

 ほかに何か報告はありますか。 

○岡福祉総務課長 「風ぐるま」の臨時アンケートの実施についてでございます。 

 風ぐるま事業のサービスの向上や今後の事業見直しに向けまして、その課題点を把握す

るため、利用者と利用者以外の方を対象にしまして、１０月の初旬から風ぐるま車内と区

内の各施設にアンケート票を置きまして、アンケート調査を実施する予定でございます。 

 今年度、この１０月の調査と併せまして、他自治体の研究なども行っておりまして、こ

うしたものを踏まえた調査研究を経て、風ぐるまの今後の在り方について方向性の検討を

進めてまいりまして、来年度になろうかと思いますけれども、方向性がまとまりましたら、

しかるべき時期にご報告、ご相談をさせていただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○池田委員長 はい。説明が終わりました。この件に関しての質問、ございますか。よろ

しいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○池田委員長 はい。 

 それでは、本日はこの程度をもちまして閉会といたします。ご協力ありがとうございま

した。 

午後３時１１分閉会 


